
フ

フ

グ

家

の

東

方

領

松

田

孝

お三二ーは

じ

め

に

東
方
領
の
形
成

西
征
後
の
東
方
領

元
朝
治
下
に
お
け
る
東
方
領
の
意
義

わ

り

に

t土

じ

め

tこ

- 35ー

①
 

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
は
そ
の
建
園
の
初
期
一
二

O
七
l
一
一
年
の
聞
に
、
そ
の
支
配
下
の
領
域
と
園
民
を
そ
の
三
子
と
三
弟
に
分
封
し
た
。
そ

の
結
果
、
園
家
は
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
を
宗
主
と
す
る
血
縁
的
紐
帯
で
結
ぼ
れ
た
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
自
身
の
所
領
と
六
つ
の
諸
子
弟
の
所
領
の
集

諸
子
弟
は
各
々
に
分
興
さ
れ
た
遊
牧
地
と
園
民
(
千
戸
集
圏
)
を
そ
の
軍
事
力
の
基
礎
と
し
て
、
そ
の
後
の
モ
ン

②
 

ゴ
ル
帝
閣
の
膨
脹
の
一
翼
を
握
っ
て
遠
征
に
参
加
し
、
新
た
な
征
服
地
に
お
い
て
は
、
技
術
者
等
の
分
配
や
各
種
の
権
盆
の
配
分
を
う
け
た
。

こ
う
し
て
十
三
世
紀
前
牢
の
モ
ン
ゴ
ル
帝
闘
の
各
王
侯
は
遊
牧
地
と
農
耕
地
の
所
領
を
保
有
す
る
に
至
っ
た
。
建
園
初
期
に
お
け
る
各
王
侯
の

@
 

所
領
の
質
態
は
漸
く
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
帝
園
の
諸
カ
ン
園
へ
の
分
裂
と
い
う
所
興
の
歴
史
的
朕
況
の
中
で
、
各
王
侯
の
所
領
が
如

合
鐙
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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何
様
に
縫
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
分
封
制
(
分
地
分
民
制
)
の

歴
史
的
意
義
の
解
明
に
は
こ
の
黙
か
ら
の
考
察
も
必
要
で
あ
る
。
か
か
る
観
黙
か
ら
、
本
稿
で
は
一
一
一
六

O
年
に
イ
ラ
ン
の
地
に
モ
ン
ゴ
ル
人
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王
園
イ
ル
・
カ
ン
園
を
建
て
た
フ
ラ
グ
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
及
び
中
園
の
所
領
(
東
方
領
と
稽
す
る
こ
と
と
す
る
)
を
取
り
あ
げ
、

そ
の
形
成
、

イ
ラ

ン
遠
征
後
の
そ
の
縫
承
及
び
意
義
の
嬰
遷
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

東
方
領
の
形
成

1 

モ

ン
ゴ

リ

ア

先
ず
フ
ラ
グ
家
の
東
方
領
の
存
在
の
確
認
の
作
業
か
ら
行
な
い
た
い
。
ジ
ュ
ワ
イ
ニ

l
は
一
一
一
六

O
年
、
『
世
界
征
服
者
の
歴
史
』
を
著
述

し
た
が
、
そ
こ
に
は
、
「
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
子
々
孫
々
は
一
高
人
以
上
お
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
自
身
の
住
居
と
遊
牧
地
と
軍
隊
と
装

@
 

備
を
持
っ
て
い
る
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
般
的
朕
況
か
ら
見
て
、
フ
ラ
グ
も
叉
同
様
に
、
軍
隊
及
び
遊
牧
地
を
有
し
て
い
た
と
推

「定
諸さ
王れ
旭:る
烈lJ 。
ヲ|こ
重の
兵推
、定

を
壬ヌ'!:

= 
す
る
記
事
と
し
て

程
鐙
夫
の
『
程
雲
棲
文
集
』
巻
一
八
、

伯
徳
公
神
道
碑
銘
(
以
下
「
伯
徳
碑
」
と
略
す
)
に
、
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銀
朔
方
」
と
あ
る
。

こ
の
碑
銘
は
編
年
的
に
記
さ
れ
、

上
記
の
部
分
は
一
二
三
八
(
戊
戊
〉
年
(
ウ
ゲ
デ
イ
の
治
世
一

O

な
る
軍
国
を
保
有
し
、

ウ
ゲ
デ
イ
の
治
世
一

O
年
よ
り
以
前
に
、
そ
の
詳
細
な
る
寅
態
は
不
明
と
し
て
も
、

毛

Y
Jヨ
り
ア

か
っ
そ
れ
ら
を
率
い
て
鎖
す
べ
き
「
朔
方
」
の
地
の
分
地
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
註
さ
れ
る
。
フ
ラ
グ
は
ト
ゥ
ル
イ
家

フ
ラ
グ
は
「
重
兵
」

年
)
の
前
に
あ
る
。
こ
の
記
事
よ
り
、

の
第
五
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
存
在
が
想
定
さ
れ
る
そ
の
所
領
は
一
二
三
二
年
に
死
去
し
た
そ
の
父
ト
ゥ
ル
イ
の
遺
産
の
一
部
か
ら
形
成
さ
れ
た

可
能
性
が
嘗
然
考
え
ら
れ
る
。

ト
ゥ
ル
イ
は
そ
の
死
に
際
し
て
遣
す
べ
き
所
領
を
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
全
く
有
さ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

家
の
そ
ン
ゴ
リ
ア
の
所
領
の
形
成
を
考
え
る
時
、
こ
の
通
説
は
再
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
ト
ゥ
ル
イ
は
そ
の
父
チ
ン
ギ
ス
・
カ

γ
が
一

二
二
七
年
に
死
去
し
た
後
、
チ

γ
ギ
ス
・
カ
ン
の
遊
牧
地
、
住
居
、
財
産
、
賓
物
及
び
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
が
集
め
た
軍
隊
(
正
確
に
は
諸
子
弟
に

⑤
 

分
興
し
た
後
の
残
除
)
を
縫
承
し
て
い
た
。
一

一
一
二
九
年
秋

(
九
月
)
、
チ
ン
ギ
ス

・
カ
ン
の
遺
命
に
遭
い
、
ウ
ゲ
デ
イ
が
即
位
し
向
が
、
遁
設
で

と
こ
ろ
が
、
通
説
で
は
、

フ
ラ
グ



ト
ゥ
ル
イ
が
父
か
ら
繕
承
し
た
全
軍
国
を
ウ
ゲ
デ
イ
に
献
上
し
た
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
ト
ゥ
ル
イ
家
は
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
全
く

所
領
を
有
さ
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
通
説
の
根
擦
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
は
『
元
朝
秘
史
』
巻
一
二
に
見
え
る
次
の
記
事
で
あ

⑦
 

る。 は
、
そ
の
際
、

み
こ
と
の
り

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ハ
ン
が
名
指
し
給
え
る
、
か
の
聖
旨
〔
の
御
旨
〕
に
従
っ
て
、
オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ハ
ン
を
カ
ン
に
い
た
だ
い
た
の
で
あ
っ

と
が
ね

た
。
チ
ャ
ア
ダ
イ
忠
和
は
弟
の
オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ハ
ン
を
カ
ン
に
い
た
だ
く
と
、
父
君
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ハ
ン
の
黄
金
の
玉
の
緒
を
守
り
来

ゆ

げ

い

え

じ

お

そ

ば

た
っ
た
〔
一
千
の
〕
宿
衛
の
士
、
〔
一
千
の
〕
叡
負
の
士
、
八
千
の
衛
土
ら
、
父
君
の
御
側
に
仕
え
申
せ
し
〔
一
〕
寓
の
内
廷
勤
番
の
土

〈
に
た
み

オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ハ
ン
に
お
手
渡
し
申
し
、
内
地
の
園
民
を
も
同
じ
よ
う
に

だ
い
り

オ
ゴ
デ
イ
・
カ
ハ
ン
は
己
れ
み
ず
か
ら
を
カ
ン
に
い
た
だ
か
せ
、
内
一
表

ド

ト

ナ

を
、
チ
ャ
ア
ダ
イ
兄
者
は
〔
弟
の
〕
ト
ヮ
ル
イ
と
二
人
に
て
、

し
て
お
手
渡
し
申
し
上
げ
た
次
第
で
あ
っ
た
〈
以
上
二
六
九
節
〉
。

に
仕
う
る
〔
一
〕
寓
の
内
廷
の
士
と
内
地
の
園
民
と
を
己
が
物
と
な
し
給
う
て
か
ら
、

(
以
下
略
、
二
七
O
節)。
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「
成
吉
思
汗
の
遺
産
相
績
と
、
そ
の
大
汗
位
縫
承
と
の
聞
に
存
す
る
こ
の
妥
協
し
難
い
難
闘
に
逢
着
し
た
時
、
揖
雷
は
帝
園

の
痛
に
は
自
己
の
凡
て
の
擢
利
を
犠
牲
に
供
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
が
附
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、
自
己
に
興
へ
ら
れ
た
『
内
地
の
園
民
』

を
拳
げ
て
、
兄
富
閥
憂
汗
に
献
げ
た
の
で
あ
る
。
」
、
「
成
吉
思
汗
に
よ
っ
て
、
正
嘗
の
擢
利
と
し
て
約
束
さ
れ
た
蒙
古
本
地
を
富
岡
蓋
汗
に
献

上
し
、
市
も
寛
に
代
る
べ
き
所
領
を
授
け
ら
れ
な
か
っ
た
抱
雷
家
の
人
々
」
、
あ
る
い
は
叉
、
「
彼
等
に
許
さ
れ
た
唯
一
の
所
領
た
る
支
那
・
西

@
 

崎
明
の
分
地
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
設
は
右
の
『
元
朝
秘
史
」
の
記
事
が
も
と
に
な
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
叉
佐
ロ
透

氏
は
、
「
ウ
ゲ
デ
イ
家
と
の
大
ハ
ン
位
争
奪
戦
に
勝
利
を
牧
め
て
モ
ン
ゴ
ル
帝
圏
第
四
代
の
大
ハ
ン
と
な
っ
た
ト
ゥ
ル
イ
家
の
モ
ン
ケ
(
在
位

一
二
五
一
l
l
五
九
)
は
か
ね
て
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
南
宋
と
イ
ラ
ン
の
征
服
に
全
力
を
注
い
だ
。
ジ
ュ
ウ
チ
家
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
、
ウ
ゲ
デ
イ

家
に
比
し
、
ト
ゥ
ル
イ
家
の
諸
王
侯
は
濁
立
の
所
領
地
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
未
征
服
の
中
園
と
イ
ラ
ン
は
ト
ゥ
ル
イ
家
の
王
園
と

@
 

な
る
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
設
も
叉
前
記
の
『
元
朝
秘
史
』
の
記
事
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
大
ノ
ヤ
ン
ト
ル
イ
に
興
へ
ら
れ
た
十
蔦
の
左
右
雨
翼
軍
が
大
蒙
古
園
の
基
幹
軍
と
な
り
、
ジ
ュ
チ
、

愛
宕
松
男
氏
は
、

37 

叉
本
田
賞
信
氏
は
、

チ
ャ
ガ
タ
イ
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に
輿
へ
ら
れ
た
各
四
千
の
軍
が
キ
プ
チ
ャ
ク
、

チ
ャ
ガ
タ
イ
雨
汗
園
の
基
本
の
軍
隊
と
な
っ
た
。

オ
ゴ
タ
イ
・
カ
1
ン
が
即
位
す
る
と
、

チ
ャ

ガ
タ
イ
、
ト
ル
イ
に
よ
っ
て
蔦
の
番
士

(
E
g
g
-S
即日
Z
ロ
〉
、
内
地
の
園
民

E
o--
g
c古
田
)
が
渡
さ
れ
、
彼
は
こ
れ
を
己
の
も
の
と
な
し

た
と
い
ふ
。
こ
の
『
内
地
の
園
民
』
こ
そ
南
翼
軍
に
他
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
ら
品
川
、

事
貫
と
し
て
の
断
定
は
避
け
ら
れ
つ
つ
も
、

『元
朝
秘
史
』

の
記
事
が
ト
ゥ
ル
イ
に
よ
る
自
己
保
有
民
の
ウ
ゲ
デ
イ
へ
の
献
上
を
示
す
と
考
え
ら
れ
た
。

右
の
通
説
が
正
し
け
れ
ば

一
二
三
二
年
の
ト
ゥ
ル
イ
の
死
に
際
し
て

フ
ラ
グ
を
は
じ
め
と
し
て
ト
ヮ
ル
イ
の
子
供
た
ち
に
は
モ
ン
ゴ
リ

ア
に
相
綴
す
べ
き
遊
牧
地
(
分
地
)
も
軍
圏
(
分
民
)
も
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
遁
読
に
矛
盾
す
る
事
寅
が
見

ら
れ
る
。
王
俸
の
『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
(
以
下
『
秋
澗
集
』
と
略
す
〉
巻
四
八
、
史
公
家
俸
に
、
一
二
三
九
年
以
後
の
員
定
路
の
こ
と
と
し
て
、

〆
ル
ガ
チ
e

モ

ン

ケ

ザ

ル

ア

〆

ル
タ

監
郡
忙
寄
撒
児
以
園
兵
奥
魯
数
高
ロ
散
慮
州
郡
問
、
替
帳
所
在
大
致
騨
騒
、

ベ
キ
〉
、
悉
徒
居
嶺
北
、

伐
桑
醍
稼
、

生
意
惇
然
、

公
騰
奏
太
后

(
Hソ
ル
カ
ク
タ

⑪
 

と
あ
る
。
右
の
記
事
は
良
定
路
の
漢
人
世
侯
、
史
天
津
の
博
記
の
一
部
で
あ
る
。

ア

グ

ル

タ

⑫

チ
の
モ
ン
ケ
サ
ル
が
園
兵
及
び
奥
魯
(
戦
士
の
家
族
群
等
)
、
数
寓
口
を
州
郡
の
聞
に
散
居
さ
せ
、
混
飢
を
生
じ
さ
せ
た
た
め
、

(
史
天
津
)

⑬
 

ソ
ル
カ
ク
タ
ニ

・
ベ
キ
(
ト
ヲ
ル
イ
の
妃
)
に
上
奏
し
て
、
そ
れ
ら
の
園
兵

・
奥
魯
を
モ
ン
ゴ
リ
ア
へ
移
動
さ
せ
た
獄
況
が
知
ら
れ
る
。
員
定
路

⑭

〆

ル
ガ

チ

は
チ
ン
ギ
ス

・
カ
ン
の
金
園
遠
征
以
来
、
ト
ゥ
ル
イ
の
所
領
で
あ
り
、
員
定
路
の
監
郡
モ
ン
ケ
サ
ル
は
ト
ゥ
ル
イ

家
の
家
臣
中
の
最
も
有
力

な
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
旬
。
以
上
よ
り
、

こ
の
記
事
か
ら
、

一
二
三
九
年
以
後
に
(
員
定
路
〉
ダ

ル
ガ
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t 、
カL

一
二
三
九
年
以
後
即
ち
ト
ゥ
ル
イ
の
死
後
八
年
目
頃
、
そ
の
妃
ソ
ル
カ
ク
タ

ニ
・
ベ
キ
の
支
配

下
に
、
園
兵

・
奥
魯
数
蔦
口
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
艇
が
ピ
彼
ら
を
置
く
べ
き
土
地
、
即
ち
遊
牧
地
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ

の
事
は
、前
記
の
『
元
朝
秘
史
』
や
そ
れ
に
基
づ
い
た
と
見
ら
れ
る
通
説
と
全
く
反
し
て
お
り
、
通
設
の
信
恵
性
を
疑
わ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

ラ
シ

1
ド
の
『
集
史
』
(
以
下

『
築
史
』

と
略
す
)

圏
の
分
興
を
記
し
た
後
に
述
べ
ら
れ
る
次
の
記
事
が
あ
加
。

こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
も
の
と
し
て
、

に
諸
子
弟
へ
の
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
に
よ
る
千
戸
集

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
が
定
め
た
こ
れ
ら
の
軍
国
を
除
く
す
べ
て
の
他
の
軍
国
を
彼
は
特
別
の
オ
ル
ド
と
ユ
ル
ト
と
共
に
、

エ
ケ

・
ノ
ヤ
ン
と



い
う
よ
び
名
の
年
少
の
息
子
ト
ゥ
ル
イ
・
カ
ン
に
興
え
た
。
彼
は
す
べ
て
を
支
配
し
た
。
右
翼
、
左
翼
、
及
び
中
央
に
所
属
し
、
そ
の
名

が
記
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
名
血
管
あ
る
ア
ミ

1
ル
た
ち
、
そ
し
て
そ
の
名
が
不
明
な
他
の
軍
圏
の
ア
ミ

1
ル
た
ち
が
彼
に
従
っ
た
。
そ
し

て
彼
の
死
後
、
習
慣
に
従
っ
て
彼
ら
は
彼
の
大
カ
ト

ン
、
ソ
ル
カ
ク
タ
ニ
・
ベ
キ
、
及
び
彼
の
息
子
た
ち
、

モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
、

ク
ビ
ラ

イ
・
カ
ア
ン
、

フ
ラ
グ
・
カ
ン
、

ア
リ
ク
・
プ
カ
に
従
っ
た
。

『
世
界
征
服
者
の
歴
史
』
に
は
、

ト
ゥ
ル
イ
の
死
後
の
ウ
ゲ
デ
イ
の
言
葉
と
し
て

「
彼
ハ
ト
ゥ

ル
イ
〉
が
生
き
て
い
た
時
に
は
、
園
事
や
そ
の
管
理
は
そ
の
妻
ソ
ル
カ
ク
タ
ニ
・
ベ
キ
の
意
見
に
よ
っ
て
い
た
。

ソ
ル
カ
ク
タ

一
-
ベ
キ
は
オ
ン
・
カ
ン
の
姪
で
あ
り
、

よ
り
偉
大
な
息
子
た
ち
、

モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
、

ク
ピ
ラ
イ
、

フ
ラ
グ
、

ア
リ
ク
・
プ
カ
は
彼
女

よ
り
生
ま
れ
た
。
確
固
と
し
て
上
記
の
息
子
た
ち
ゃ
軍
隊
と
政
府
そ
し
て
上
位
の
者
と
下
位
の
者
は
彼
女
の
命
令
と
禁
令
の
力
及
び
運
営

の
下
に
あ
る
よ
う
に
、
叉
彼
女
が
命
じ
る
こ
と
に
背
い
て
は
な
ら
ぬ
。
」
と
(
ウ
ゲ
デ
イ
は
)
命
じ
た
。

@
 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
右
の
『
集
史
』
及
び
『
世
界
征
服
者
の
歴
史
』
の
記
事
の
示
す
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
ト
ゥ
ル
イ
が
縫
承
し
た
チ
ン
ギ
ス
・

カ
ン
の
軍
圏
は
ウ
ゲ
デ
イ
の
即
位
に
際
し
で
も
、
ウ
ゲ
デ
イ
に
献
上
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ト
ゥ
ル
イ
の
下
に
保
持
さ
れ
績
け
、
そ
の
死
後
は
妃
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の
ソ
ル
カ
ク
タ
ニ
・
ペ
キ
及
び
そ
の
四
子
に
縫
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
ソ
ル
カ
ク
タ
ニ
・
ペ
キ
の
管
理
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
軍
国
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
嘗
然
附
障
し
た
と
思
わ
れ
る
遊
牧
地
も
叉
同
様
で
あ
ろ
う
。

但
だ
、
周
知
の
事
で
あ
る
が
ト
ゥ
ル
イ
の
死
後
四
千
戸
だ
け
は
ウ
ゲ
デ
イ
の
命
に
よ
り
、
ウ
ゲ
デ
イ
の
子
の
グ
テ

ン
へ
移
譲
さ
れ
て
い
ヤ

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
定
め
た
千
戸
集
圏
の
所
属
を
繁
更
し
よ
う
と
す
る
こ
の
試
み
に
劃
し
て
は
強
い
反
劉
の
撃
が
あ
が
っ
た
。
こ
の
事
件
の
経

⑮
 

緯
よ
り
、
千
戸
集
園
の
所
属
の
嬰
更
は
皇
帝
す
ら
許
き
れ
な
い
事
で
あ
っ
た
と
夙
に
本
田
貧
信
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
事
件
よ
り
見

て
も
、

ト
ゥ
ル
イ
の
死
後
も
ト
ゥ
ル
イ
家
に
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
以
来
の
千
戸
集
圏
が
上
記
四
千
戸
を
除
い
て
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の

で
あ
る
。

ウ
ゲ
デ
イ
の
即
位
時
に
お
け
る
ト
亨
ル
イ
の
保
有
民
献
上
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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翻
っ
て
考
え
れ
ば
、

『元
朝
秘
史
』
に
見
え
る
保
有
分
民
献
上
と
理
解
さ
れ
る
前
記
記
事
は
、
も
し
そ
の
理
解
が

『元
朝
秘
史
』
の
そ
の
部
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分
の
虞
意
で
あ
れ
ば
、
全
く
事
寅
に
反
し
て
帰
さ
れ
た
創
作
と
な
る
。
あ
る
い
は
叉
、

を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
更
に
検
討
を
加
う
べ
き
課
題
で
あ
る
が
、

カ
ン
の
軍
闘

(
分
民
〉
と
遊
牧
地
(
分
地
)
の
殆
ど
は
ト
ゥ
ル
イ
の
死
後
、
そ
の
妻
子
に
鑑
承
さ
れ
、
保
持
さ
れ
績
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ

『
元
朝
秘
史
』
の
前
記
記
事
は
本
来
通
読
の
如
き
意
義

い
ず
れ
に
し
ろ
、
ト
ゥ
ル
イ
が
継
承
し
た
チ
ン
ギ
ス
・

る

フ
ラ
グ
が
一
二
三
八
年
(
ウ
ゲ
デ
イ
の
治
世
十
年
)
よ
り
以
前
に
率
い
た
「
重
兵
」
や
銀
成
し
た
「
朔
方
」
の
地
は
右
の
朕
況
よ
り
見
れ
ば
、

ト
ゥ
ル
イ
家
に
保
持
さ
れ
て
い
た
チ

ン
ギ
ス

・
カ
ン
の
遺
産
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
遺
憾
な
が
ら
、

フ
ラ
グ
自
身
の
遊
牧
地

や
軍
園
の
規
模
に
つ
い
て
は
明
確
な
記
載
を
見
出
し
得
ず
、
後
考
に
侠
ち
た
い
。

2 

中

園

フ
ラ
グ
が
中
園
に
お
い
て
所
領
を
輿
え
ら
れ
た
の
は
早
く
、

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
西
征
の
時
期
に
遡
る
。

胡
抵
遜
の
『
紫
山
大
全
集
』
巻
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a 

フ
ラ
グ
大
王
位
下
七
千
絵
戸

一五、

彰
徳
路
達
唱
鴎
荷
揚
珠
台
公
神
道
碑
銘
ハ
以
下
「
揚
公
碑
」
と
略
す
)
に
、

フ
ヲ
グ

太
上
皇
四
子
(
リ
ト
ヲ
ル
イ
)
以
公
隷
錫
明
大
王
位
下
、
西
征
留
公
領
本
位
諸
局
、@

 

と
あ
り
、
ト
ゥ
ル
イ
の
西
征
〈
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
に
同
行
〉
の
時
貼
、
印
ち

=
二
九
年
に
お
い
て
(
フ
ラ
グ
の
生
年
は
一
三
八
街
〉
フ
ラ
ク
大
王

位
に
所
属
す
る
揚
珠
台
(
名
は
納
林
〉
の
管
理
下
の
本
位
(
フ
ラ
グ
大
王
位
)
の
諸
局
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。

@
 

局
は
工
匠
の
仕
事
場
な
い
し
は
工
場
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
局
に
は
所
属
す
る
工
匠
が
い
た
こ
と
か
ら
見
て
、
嘗
時
フ
ラ
グ
は

@
 

工
匠
は
都
市
等
の
攻
略
の
際
に
停
掠
さ
れ
た
り
、
降
服
し
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
、
フ

工
匠
を
興
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

一
般
に
、

ラ
グ
の
本
位
諸
局
に
属
し
た
工
匠
は
そ
の
局
の
存
在
が
知
ら
れ
る
三
二
九
年
よ
り
前
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
攻
略
地
域
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

『元
史
』
巻
一
五
三
、

王
撒
俸
の

=
二
五
年
以
後
の
僚
に
、



命
省
臣
組
括
蹄
附
工
匠
之
数
、
持
偉
大
臣
分
掌
之
、

モ
ン
ゴ
ル
側
に
簡
順
し
た
工
匠
の
統
計
調
査
が
魚
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
工
匠
は
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
西
征

@
 

時
に
サ
マ
ル
カ
ン
ド
攻
略
後
の
住
民
調
査
の
後
に
行
な
わ
れ
た
工
襲
家
と
職
人
三
蔦
人
の
皇
子
・
王
妃
・
賂
校
へ
の
分
配
の
例
と
同
様
に
、
分

配
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
=
二
九
年
に
存
在
が
確
認
さ
れ
る
フ
ラ
グ
の
本
位
諸
局
所
属
の
工
匠
は
右
の
三
二
五
年
以

後
の
調
査
で
把
握
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
一
二
五
年
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
に
よ
る
金
園
征
服
が
一
段
落
し
た
時
期
で
あ
り
、
攻
略

@
 

城
邑
の
統
計
も
出
さ
れ
、
叉
、
諸
王
侯
へ
の
城
邑
分
輿
も
帰
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
三
二
五
年
以
後
の
工
匠
調
査
も
叉
金
園
の
領
域
の
蹄

附
工
匠
を
劃
象
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
フ
ラ
グ
の
本
位
諸
局
の
工
匠
も
結
果
的
に
金
園
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
『
元
史
』
巻
八
五
、
百
官
一
、
兵
部
尚
書
、
管
領
随
路
打
捕
鷹
房
民
匠
組
管
府
の
篠
に
、

チ

γ
ギ

ス

ア

ヲ

〆

太
組
以
随
路
打
捕
鷹
房
民
戸
七
千
絵
戸
、
援
隷
旭
烈
大
王
位
下
、

と
あ
り
、
七
千
絵
戸
の
打
捕
鷹
房
民
戸
が
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
に
よ
っ
て
フ
ラ
グ
大
王
位
下
に
分
興
さ
れ
て
い
る
。
史
料
中
の
「
民
戸
」
な
る
語

は
こ
れ
ら
フ
ラ
グ
の
七
千
絵
戸
を
管
理
し
た
官
署
の
稽
で
は
「
民
匠
」
と
あ
り
、
「
打
捕
鷹
房
民
匠
(
諸
色
人
匠
ど
と
い
う
成
句
は
元
代
史
料

に
散
見
す
匂
か
ら
、
恐
ら
く
、
「
民
匠
」
と
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
前
記
し
た
「
揚
公
碑
」
の
フ
ラ
グ
の
本
位
諸
局
に
属
し
た
工
匠
は
右
に
拳

と
あ
り
、
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げ
た
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
に
よ
っ
て
輿
え
ら
れ
た
金
園
領
域
内
の
各
路
に
分
散
し
た
フ
ラ
グ
大
王
位
下
七
千
絵
戸
の
う
ち
の
民
匠
で
あ
っ
た
と
見

ら
れ
る
。

フ
ラ
グ
の
本
位
諸
局
を
管
領
し
た
納
林
は
「
揚
公
碑
」
の
前
記
部
分
に
績
け
て
、

〆

ル

ダ

チ

縫
受
令
旨
、
充
本
位
下
達
噌
喝
費
、

と
あ
り
、
本
位
諸
局
の
管
理
人
か
ら
フ
ラ
グ
の
本
位
下
全
鐙
の
長
に
昇
進
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
即
ち
工
匠
の
長
か
ら
七
千
絵
戸
の
打
捕
鷹

房
民
匠
全
鐙
の
長
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

41 

こ
れ
ら
の
フ
ラ
グ
大
王
位
下
の
七
千
除
戸
は
所
謂
る
本
投
下
の
領
民
で
、
領
主
の
直
接
管
理
下
に
あ
り
、

そ
の
経
済
負
捨
に
鷹
じ
た
も
の
で
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あ
る@

b 

河
東
・
陳
右
の
民
賦

前
記
の
「
伯
徳
碑
」
の
後
文
に
、

フ
ラ
グ

初
、
河
東
、
映
右
民
賦
之
隷
王
者
、
以
重
合
刺
組
管
之
、
附
治
解
州
、
乃
以
公
魚
副
、
国
家
鷲
、

と
あ
り
、
河
東
、
快
右
地
区
に
フ
ラ
グ
に
麗
し
て
い
た
民
賦
と
表
現
さ
れ
る
権
盆
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
管
理
の
震
に
、
解
州
に
治
所
が
設
置
さ

れ
、
重
合
刺
が
そ
の
長
に
、
伯
徳
が
次
席
の
任
に
就
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

右
地
匿
の
ヲ
ラ
グ
の
樺
盆
の
内
容
は
全
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
だ
、

一
二
五
一

フ
ラ
〆

カ
ラ

ヨ
ル
ム

辛
亥
春
、
長
安
信
儲
謹
玄
都
道
士
、
謀
置
毒
子
酒
、
将
不
利
玉
、
有
司
蓮
逮
数
百
人
、
死
携
掠
者
往
往
而
是
、
公
時
使
王
所
和
林
、
力
状

7

ヲ〆

其
寛
、
王
悟
命
調
停
之
、
公
童
夜
粂
馳
至
長
安
、

「
伯
徳
碑
」
に
は
、
す
ぐ
後
文
に
、

と
あ
り
、
長
安
地
匿
の
毒
酒
事
件
に
闘
し
て
司
法
権
を
フ
ラ
グ
が
行
使
し
て
い
る
。

フ
ラ
グ
の
所
領
の
範
圏
は
治
所
の
あ
っ
た
解
州
か
ら
長
安

-42ー

地
匿
に
ま
で
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

c 

彰

徳

地

匡

モ
ン
ケ
は
一
二
五
一
年
夏
に
即
位
す
る
と
、
幾
度
か
一
族
、
功
臣
に
中
園
(
奮
金
閣
領
)
の
戸
口
を
分
輿
し
た
。

『
元
史
』
巻

九
五
、
食
貨
三
、
歳
賜
の
僚
に
よ
れ
ば
、
モ
ン
ケ
治
世
中
の
分
興
の
う
ち
寅
数
の
把
握
し
得
る
も
の
は
一
四

O
、
二
一
九
戸
に
達
し
、
一
二
五

五
、
七
、
八
年
の
各
年
に
分
興
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
グ
は
一
二
五
七
年
に
彰
徳
路
の
二
五
、

O
五
六
戸
を
付
輿
さ
れ
た
と
い
う。

フ
ラ
グ
の
兄
、

一一、
一、

分
興
の
時
期
に
つ
い
て
は
「
歳
賜
」
の
僚
の
一
二
五
七
年
設
の
他
に
、
一
二
五
二
年
と
す
る
記
事
も
あ
る
。

@
 

征
の
途
に
つ
い
て
お
り
、
「
歳
賜
」
の
僚
の
設
が
正
し
け
れ
ば
、

彰
徳
路
の
戸
口
の
分
輿
は
フ
ラ
グ
が
西
征
に
護
っ
た
後
の
事
に
な
る
。
フ
ラ

キ

タ

イ

イ

ル

チ

@

グ
の
西
征
に
嘗
つ
て
は
、
中
閣
に
使
臣
た
ち
を
汲
遁
し
て
、
中
園
人
の
一
千
戸
が
湾
砲
等
の
軍
器
を
も
た
ら
す
様
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
本

@
 

王
侯
の
軍
需
を
供
出
さ
せ
る
た
め
に
付
興
さ
れ
る
と
い
う
一
面
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
西
征
出
設
の
数
年
後
に
分
興
が
魚

フ
ラ
グ
は
一
二
五
三
年
秋
に
西

来
、
分
地
や
分
民
が
、



さ
れ
る
と
い
う
の
は
前
後
が
逆
に
な

っ
て
お
り
、
奇
妙
な
観
が
あ
る
。
フ
ラ
グ
の
西
征
は
ク
ピ
ラ
イ
の
南
征
と
あ
わ
せ
て
、

@
 

決
定
さ
れ
た
が、

ク
ピ
ラ
イ
へ
は
、

そ
の
際
、
分
地
と
し
て
京
兆
の
八
州
一
二
豚
が
輿
え
ら
れ
た
。
そ
の
分
輿
の
時
期
は
南
征
軍
の
出
護
と
同

@
 

時
で
、
行
軍
の
途
上
、
新
分
地
に
近
づ
く
や
そ
こ
に
使
者
を
波
遣
し
て
、

軍
糧
の
調
達
を
行
な
わ
せ
て
い
る
。
フ
ラ
グ
の
西
征
軍
は
そ
の
出
護

@
 

に
嘗
り
、
装
備
と
補
給
を
十
分
に
し
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
や
、
先
述
し
た
ク
ピ
ラ
イ
南
征
軍
に
と

っ
て
の
京
兆
の
新
分
地
の
意
義
を
見
て
も
、

フ
ラ
グ
へ
の
彰
徳
分
地
の
付
興
が
「
歳
賜
」
の
僚
に
記
さ
れ
た
二
一
五
七
年
に
魚
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
『
秋
澗
集
』
巻
四
九
、
回
公
墓
誌

一
二
五
二
年
七
月

銘

(
以
下
「
国
公
墓
誌
」
と
略
す
〉
に
、

一
二
五
二

歳
壬
子
、
輔
園
賢
王
定
封
彰
徳
魚
分
地
、
擢
用
賢
僑
、
特
授
公

(H
田
文
鼎
)
矯
本
道
課
税
所
経
歴、

と
あ
り
、

彰
徳
分
地
設
定
を
一
二
五
二
年
と
し
て
い
る
。
一
二
五
二
年
は
フ
ラ
グ
西
征
の
前
年
で
あ
り
、
ク
ピ
ラ
イ
南
征
軍
の
場
合
と
同
様
、@

-

彰
徳
が
軍
需
供
出
の
目
的
で
事
前
に
分
輿
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
時
期
的
に
符
合
す
る
。
叉
、
一
二
五
二
年
は
壬
子
年
籍
の
作
成
年
で
も
あ
る
。

@
 

一
二
三
五
年
の
乙
未
年
籍
の
作
成
が
一
二
三
六
年
に
行
わ
れ
た
諸
王
侯
へ
の
分
民
付
輿
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
壬
子
年
籍
の

作
成
後
、
王
侯
が
分
民
を
得
る
こ
と
は
、
時
期
的
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、

寅
施
の
例
も
あ
る
。

彰
徳
分
地
の
ダ
ル
ガ
チ
に
は
、
先
に
フ
ラ
グ
の
本
位
下
ダ
ル
ガ
チ
に
昇
格
し
て
い
た
納
林
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
「
揚
公
碑
」
に
、

フ
ラ
グ

先
帝
龍
飛
、
金
符
授
彰
徳
路
達
噌
鳴
湾
、
以
本
位
湯
泳
邑
也
、
未
幾
細
川
虎
符
、
職
如
故
、
詰
詞
日
以
爾
王
室
嘗
臣
、
常
著
勤
動
、
伺
賜
狐

フ

ヲ

グ

-

二
五
七

白
姿
、
随
奔
玉
、
命
賜
七
賓
大
幣
、
日
惟
此
可
以
侃
金
符
、
(
中
略
)
丁
巳
歳
夏
四
月
到
郡
、

- 43ー

モ
ン
ケ
の
即
位
(
一
二
五
一
年
)
の
記
載
に
績
け
て
記
さ
れ
、
任
地
赴
任
を
一
二
五
七
年
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
か

ら
も
、
彰
徳
路
の
フ
ラ
グ
分
地
化
は
モ

ン
ケ
即
位
後
す
ぐ
の
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

そ
の
奔
命
が
、

と
あ
り
、

叉
、
彰
徳
路
の
線
管
に
就
任
し
た
高
鳴
に
つ
い
て
は
、
『
元
史
』
巻
'二
ハ

O
の
同
人
の
俸
に
、

ヲ
〆

諸
王
旭
烈
冗
賂
征
西
域
、
聞
其
賢
、
遺
使
者
三
輩
召
之
、
鳴
乃
起
、
魚
王
陳
西
征
二
十
儀
策
、
王
数
稽
善
、
即
薦
信用
彰
徳
路
糟
管
。

と
あ
り
、
西
征
に
護
た
ん
と
す
る
フ
ラ
グ
の
下
へ
行
き
、
西
征
に
闘
す
る
意
見
陳
述
を
行
な
っ
て
お
り
、
そ
の
建
言
に
よ
り
、
高
鳴
は
フ
ラ
グ

43 
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か
ら
彰
徳
路
の
耀
管
に
推
薦
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
史
料
か
ら
彰
徳
路
が
フ
ラ
グ
の
分
地
と
な
る
こ
と
を
、

フ
ラ
グ
自
身
が
西
征
に
先
立
っ
て

知
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
彰
徳
分
地
の
フ
ラ
グ
へ
の
付
興
が
そ
の
西
征
前
に
魚
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
但
だ
、

高
鳴
が
貧
際
に
彰
徳
路
穂
管
を
拝
命
し
た
の
は
、
『
秩
澗
集
』
巻
六

O
、
韓
府
君
墓
表
に
、一二

五
六

(
韓
溺
)
以
万
筆
起
家
、
用
言
者
矯
安
陽
更
、
主
嫁
以
能
入
漏
ハ
彰
徳
)
府
属
吏
、
丙
辰
歳
、
朝
廷
以
相
之
五
鯨
封
太
弟
、
震
采
邑
、
繕
郡

一三
五
七

(
飲
字
)
戸
曹
孔
目
官
、
明
年
春
、
降
璽
書
、
起
鴨
君
、
太
原
高
公
鳴
震
彰
徳
路
線
管
、

帥
例
擦
親
、
君
毅
然
以
民
計
従
行
、
及
敷
封
稿
、

と
あ
り
、
依
落
部
分
が
あ
り
、
確
定
的
で
は
な
い
が
一
二
五
七
年
以
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

叉
、
右
史
料
に
一
二
五
六
年
に
相
州
の
五
鯨
が
太
弟
ハ
フ
ラ
グ
〉
の
分
地
と
な
っ
た
と
あ
る
。
相
州
は
『
元
史
』
巻
五
八
、
地
理
一
に
、

徳
路
下
唐
相
州
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
彰
徳
路
に
嘗
る
故
、
相
州
の
五
豚
と
は
彰
徳
路
〈
一
二
五
二
年
に
は
彰
徳
府
と
稽
す
)
の
五
鯨
〔
安
陽
、
臨

湾
、
湯
陰
、
輔
岩
、
林
慮
ハ
『
元
史
』
同
)
〕
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

彰

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
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フ
ラ
グ
は
西
征
を
前
に
し
て
彰
徳
分
地
を
興
え
ら
れ
、
ダ
ル
ガ
チ
、
組
管
、
課
税
所
経
歴
等
の
分
地
の
官
の
選
任
が

行
な
わ
れ
た
こ
と
、
一
二
五
六
年
に
は
彰
徳
の
五
つ
の
属
鯨
の
分
地
化
等
の
何
ら
か
の
追
加
の
慮
置
が
帰
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
、
叉
、

七
年
に
至
り
、
ダ
ル
ガ
チ
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
組
管
が
任
地
に
到
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

る
一
二
五
七
年
は
、

一
二
五

『
元
史
』
巻
九
五
、
食
貨
三
、
歳
賜
の
僚
に
記
さ
れ

フ
ラ
グ
の
属
僚
た
る
ダ
ル
ガ
チ
等
の
赴
任
の
開
始
の
年
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

西
征
後
の
東
方
領

1 

モ

ン
. 
コ

リ

ア

フ
ラ
グ
は
一
二
五
三
年
一

O
月
、
他
の
王
侯
か
ら
分
輿
を
受
け
、
編
成
さ
れ
た
遠
征
軍
を
率
い
、
西
征
の
途
に
就
い
加
が
彼
は
自
分
自
身
の

奥
魯
(
ア
グ
ル
ク
〉
を
残
留
さ
せ
、
遠
征
終
結
後
の
信
仰
還
ま
で
の
代
理
人
に
次
子
ジ
ュ
ム
ク
ル
を
あ
て
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

『
集
史
』
に
女
の
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様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
グ
・
カ
ン
が
イ
ラ
ン
の
地
に
向
っ
た
時
、
自
身
の
ア
グ
ル
ク
を
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
の
下
に
残
し
た
。

叉

『
世
界
征
服
者
の
歴
史
』
に
も
、
西
征
出
設
の
際
の
こ
と
と
し
て
、

ジ
ュ
ム
ク
ル
・
オ
グ
ル
を
そ
の
母
が
他
の
カ
ト
ン
よ
り
も
上
位
で
あ
っ
た
が
故
に
、

@
 

と
記
さ
れ
て
い
る
。

オ
ル
ド
と
軍
隊
の
上
に
自
分
の
代
理
者
に
任
じ
た
。

後
継
者
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
、

際
、
こ
の
フ
ラ
グ
の
代
理
者
と
し
て
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
残
留
し
て
い
た
ジ
ュ
ム
ク
ル
は
、

モ
ン
ケ
が
一
二
五
九
年
死
去
す
る
と
、

ア
リ
ク
・
プ
カ
と
ク
ビ
ラ
イ
の
聞
に
抗
争
が
起
こ
っ
た
が
、

そ
の

ア
リ
ク
・
プ
カ
側
に
立
ち
、
次
い
で
ア
リ
ク
・
ブ
カ
と

た@チ
。ヤ

カ。

タ
イ
家
の
ア
fレ
グ
と
の
戦
し、

参
加
し
て

ト
ル
キ
ス
タ
ン
方
面
に
出
軍
し
た
が
、

裂
病
し
て
、

サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
戦
列
か
ら
離
れ

『
集
史
』
に
、

グ
ル
ク
を
探
し
に
涯
遣
し
た
。
ジ
品
ム
ク
ル
は
病
気
で
あ
っ
て
途
中
で
死
ん
だ
。

ア
バ
タ
イ
・
ノ
ヤ
ン
は
彼
等
を
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
境
域
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そ
の
知
ら
せ
が
フ
ラ
グ
・
カ
ン
に
届
く
と
、

六
六
二
年
〈
〉
・
0
・
5
8・ロ
-
A
H
l
l
H
N
E
・E

・
8
)
に
ア
パ
タ
イ
・
ノ
ヤ
ン
を
ジ
品
ム
ク
ル
と
ア

内
に
お
い
て
、
フ
ラ
グ
・
カ
ン
の
も
と
に
も
ど
っ
た
。

@
 

と
あ
り
、
ジ
品
ム
ク
ル
は
死
に
、

モ
ン
ゴ
リ
ア
に
残
さ
れ
て
い
た
ア
グ
ル
グ
も
彼
と
行
を
共
に
し
、

サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
来
て
い
た
事
が
知
ら
れ

る。

@
 

フ
ラ
グ
は
一
二
六
五
年
二
月
八
日
死
去
し
、
そ
の
後
を
そ
の
長
子
ア
パ
カ
が
縫
い
だ
。
上
記
の
フ
ラ
グ
の
ア
グ
ル
ク
や
そ
の
他
モ
ン
ゴ
リ
ア

に
残
留
し
て
い
た
フ
ラ
グ
の
妻
た
ち
(
一
部
は
西
征
時
に
従
行
)
は
一
同
に
ア
パ
カ
の
下
へ
到
っ
た
。

『
集
史
』
に
、

(
ア
パ
カ
は
〉
マ

l
ザ
ン
ダ
ラ
l
ン
と
そ
の
方
面
で
多
著
し
て
い
た
。

フ
ラ
グ
・
カ
ン
の
ア
グ
ル
グ
の
到
着
の
ニ
ナ
l

ス
が
達
し
、

彼
ら

を
カ
プ

1
ド
・
ジ
ャ

I
マ
地
方
ま
で
出
迎
え
た
。

グ
ト
イ
・
カ
ト
ン
は
二
人
の
息
子
テ
ク
シ
ン
及
び
テ
グ
デ
ル
、
ジ
ュ
ム
グ
ル
の
息
子
た

ち
ジ
ュ
シ
ケ
プ
と
キ
ン
シ
ュ
、
及
、
ひ
タ
ラ
カ
イ
の
息
子
パ
イ
ド
ク
、
そ
し
て
ア
バ
カ
・
カ

γ
の
母
イ
ス
ン
ジ
ン
・
カ
ト
ン
と
共
に
到
着
し

45 
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と
あ
る@tょ

彼
ら
t主

@
 

イ
ラ
ン
の
地
に
お
い
て
采
邑
を
興
え
ら
れ
、
永
住
し
た
。

モ
ン
ゴ
リ
ア
へ
も
ど
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
、

空
白
と
な
っ
た
そ
ン
ゴ
リ
ア
の
フ
ラ
グ
の
遊
牧
地
や
オ
ル
ド
は
、
そ
の
後
、
ア
リ
ク

・
ブ
カ
の
系
統
の
保
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
ア
リ

@
 

グ
・
プ
カ
は
一
二
六
四
年
ク
ピ
ラ
イ
に
降
服
し
、

一
二
六
六
年
に
死
去
し
た
。
そ
の
後
、
彼
の
妻
た
ち
は
彼
ら
の
ユ

ル
ト
へ
鯖
還
を
命
じ
ら

@

畠

ル

ト

れ
、
さ
ら
に
三
年
の
後
、
そ
の
ユ
ル
ト
と
彼
の
妻
た
ち
の
虚
分
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
慮
分
に
関
連
し
て
、
フ
ラ
グ
の
オ
ル
ド
や
遊
牧
地
の
蹄

属
が
『
集
史
』
に
記
さ
れ
て
い
加
。

グ
ト
イ
・
カ
ト
ン
が
こ
ち
ら
(
イ
ラ
ン
)
に
来
た
時
、

彼
女
は
ジ
ュ
ム
ク
ル
、

タ
ラ

カ
イ
皇
子
た
ち
を
そ
の
オ
ル
ド
に
残
し
た
。

そ
の
地

に
フ
ラ
グ

・
カ
ン
に
属
す
る
人
が
い
な
く
な
っ
た
時
、
こ
の
様
な
オ
ル
ド
を
ど
う
し
て
我
々
は
空
け
た
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
か
と
人
々
は

Eコ
し、

オ
グ
ル
・
テ
ギ
ン
・
カ
ト
ン
を
そ
こ
に
お
い
た
。
現
在
オ
ル
ド
は
ウ
デ
ゲ
に
属
し
て
い
る
。

オ
グ
ル
・
テ
ギ
ン
・
カ
ト
ン

は
ア
リ
ク

・
ブ
カ
の
長
子
ヨ
ブ
ク
ル
の
妃
の
一
人
で
、
首
時
オ
ル
ド
の
所
有
者
で
あ
っ
た
ウ
デ
ゲ
は
そ
の
子
で
あ
柄
。
即
ち
、

オ
ル
ド
の
一
つ
は
ア
リ
ク
・
ブ
カ
の
系
統
へ
所
有
が
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
叉、

フ
ラ
グ
の
妃
の
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フ
ラ
グ
の
妃
の
一
人
、

ク
ト
イ

・
カ
ト
ン
の
オ
ル
ド
は
オ
グ
ル
・
テ
ギ
ン

・
カ
ト
ン
の
住
む
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

フ
ラ
グ
の
ユ
ル
ト
に
関
し
て
も
、

ア
リ
ク

・
ブ
カ
の
第
二
子
〈
メ
リ
ク

・
テ
ム
ル
)

は
カ
ア
ン
か
ら
、
諸
王
ク
ト
ク
ト
の
母
で
、
賢
能
な
婦
人
、

グ
チ
ュ
ル
ク
・
カ
ン
の
娘
、

リ
ン
グ
ン
・
カ
ト
ン
の
オ
ル
ド
を
支
配
す
る
援
に
命
じ
ら
れ
た
。

(
中
略
)
リ
ン
ク
ン

・
カ
ト
ン
が
死
ん
だ
時
、

(
中
略
)
メ
リ
ク
・
テ
ム

ル
は
ギ
ル
テ
・
カ
ト
ン
を
要
り
、
彼
女
を
こ
の
大
ユ
ル
ト
に
お
い
た
。
そ
の
ユ
ル
ト
は
フ
ラ
グ
・
カ
ン
の
分
け
前
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
遠
隔
と
彼
の
一
族
の
不
在
の
魚
、
メ
リ
ク
・
テ
ム
ル
が
そ
れ
を
保
有
し
た
。

@
 

と
あ
り
、
ア
リ
ク
・
ブ
カ
の
第
二
子
メ
リ
ク
・
テ
ム
ル
の
保
有
に
自問
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
し
て
、
管
見
の
限
り
で
は
フ
ラ

グ
の
そ
ン
ゴ
リ
ア
の
遊
牧
地
、
そ
の
妃
の
オ
ル
ド
は
同
じ
ト
ゥ
ル
イ
家
の
ア
リ
ク
・
ブ
カ
の
系
統
の
者
の
保
有
す
る
と
こ
ろ
と
焦

っ
た
の
で
あ

る
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中

園

a 

フ
ラ
グ
大
王
位
下
七
千
齢
戸

打
捕
鷹
房
民
匠
七
千
戸
は
フ
ラ
グ
大
王
位
下
ダ
ル
ガ
チ
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
先
述
し
た
が
、

六
一
〉
年
に
「
管
領
随
路
打
捕
鷹
房
民
匠
組
管
府
」
が
設
置
さ
れ
た
(
『
一
充
史
』
各
八
五
、
百
官
一
、
兵
部
向
書
)
。

@
 

で
は
中
園
的
な
園
家
機
構
の
採
用
に
よ
り
専
制
君
主
権
が
強
化
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。

新
た
に
中
統
二
(
一
二

ク
ピ
ラ
イ
・
カ
ア
ン
の
支
配
下

上
記
の
官
暑
の
設
置
も
火
、

ク
ピ
ラ
イ
政
権
の
新
政
策

の
一
環
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
い
で
、
至
元
一
二
(
三
七
五
〉
年
に
、
仲
ん
か
大
王
(
第
二
代
イ
ル
・
カ
ン
)
が
使
者
を
汲
遣
し
、
こ
れ
ら
七
千
絵
戸
を
元
朝
に
返
上
し
、

そ
の
結
果
、
そ
れ
ら
は
兵
部
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
(
『元
史
』
問
、
「
至
元
十
二
年
、
阿
八
合
大
王
遺
使
奏
腕
朝
廷
隷
兵
部
」
)
。
ア
バ
カ

が
こ
れ
ら
の
七
千
絵
戸
を
返
上
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
、

ベ
て
イ
ラ
ン
の
ア
バ
カ
の
下
へ
到
っ
て
お
り
、
こ
の
七
千
絵
戸
等
の
中
閣
の
所
領
の
擢
盆
に
よ
っ
て
経
済
的
に
維
持
さ
れ
る
フ
ラ
グ
家
の
残
留

者
は
そ
ン
ゴ
リ
ア
に
は
存
在
せ
ず
、
加
え
て
遠
隔
の
放
に
フ
ラ
グ
家
の
直
接
の
管
理
が
困
難
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

モ
ン
ゴ
リ
ア
の
フ
ラ
グ
家
の
者
や
ア
グ
ル
ク
は
す

- 47ー

こ
の
返
上
さ
れ
た
七
千
絵
戸
と
思
わ
れ
る
戸
口
は
そ
の
後
三
十
年
を
経
て
、
再
び
フ
ラ
グ
家
に
下
賜
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
『
元
史
』
同
に
、

管
領
本
投
下
大
都
等
路
打
捕
鷹
房
諸
色
人
匠
都
線
管
府
、
秩
正
三
品
、
掌
恰
賛
大
王
位
下
事
、
大
徳
八
年
始
置
、
官
吏
皆
王
選
用
、

と
あ
り
、
大
徳
八
(
二

δ
四
)
年
に
ガ
ザ
ン
(
第
七
代
イ
ル
・
カ
ン
〉
大
王
位
下
を
管
理
す
る
官
署
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
右
記
事
が
先
の
七
千

除
戸
、
逗
上
の
記
事
に
績
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
見
れ
ば
、

る
。

恐
ら
く
そ
の
七
千
絵
戸
が
再
下
賜
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

47 
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ガ
ザ
ン
の
使
節
は
同
年
、
元
朝
に
入
貢
し
て
お
り
、
商
圏
の
友
好
関
係
の
樹
立
が
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

ら
下
賜
が
行
な
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
黙
に
つ
レ
て
は
後
に
再
び
述
べ
る
。

そ
の
一
つ
の
表
現
と
し
て
元
朝
か
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Zl許知事 1

代!震 提控案膿 1 
!房 ←一一一一一一
諸令 吏 4
色 」一一一一一一一一

企諜史 2

:喜三三一三l

l書典 吏 1

附 ダノレガチ 1 

雲提翠 1

暴EYみ 7
1染 ー二一一一一一一
提副提奉 1 
雪量 一一一一一一一一
司 提控案股 1

司 吏 2

こ
の
官
署
の
官
員
数
と
中
統
二
年
の
官
員
数
と
を
比
較
す
る
と
前
者
が
二
十
三
名
、

後
者
は
十
三
名
で
、

か
な
り
の
増
加
を
示
し
て
お
り
、

- 48ー

そ
れ
だ
け
、
管
理
下
の
戸
口
数
が
増
加
し
て
い
る
事
が
推
定
さ
れ
る
。
彼
ら
は
イ
ル
・
カ
ン
の
選
任
し
た
官
吏
の
直
接
的
支
配
の
下
に
置
か
れ

e

-

三

O

六

た
の
で
あ
る
。
ガ
ザ
ン
は

一
三

O
四
年
死
去
し
、
弟
ガ
ル
パ
ン
ダ
が
即
位
し
た
。
『
元
史
』
巻
二
一
、
成
宗
本
紀
四
、
大
徳
一

O
年
一
二
月
丙

，n

，
、
〆

辰
の
僚
に
、

「
諸
王
合
而
班
答
部
民
潰
散
、
詔
誌
所
在
敢
匿
者
罪
之
」
と
あ
り
、
ガ
ル
バ
ン
ダ
の
名
を
冠
す
る
部
民
の
逃
亡
の
記
事
が
見
え
る
。

こ
の
部
民
は
恐
ら
く
ガ
ザ
ン
に
下
賜
さ
れ
た
戸
口
を
ガ
ル
バ
ン
ダ
が
継
承
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
逃
亡
は
フ
ラ
グ
家
の
直
接
管
理
に
問

題
が
あ
っ
た
篤
で
あ
ろ
う
。
『
元
史
』
巻
八
五
、
百
官
一
、
兵
部
尚
書
に
、
前
記
の
ガ
ザ
ン
の
官
署
設
置
に
績
け
て
、
「
壬
た
四
年
、
省
併
衛
門
、

ガ

ル

バ

y
d
'

以
M
V
口
見
班
答
大
王
遠
鎮
一
隅
、
別
無
官
層
、
存
設
不
度
、
定
置
府
官
」
と
あ
り
、

一一
二
一
一
年
の
官
署
の
底
止
合
併
の
政
策
が
と
ら
れ
た
時
に

は
前
記
の
官
署
は
存
績
さ
せ
ら
れ
た
が
、
官
属
は
な
か

っ
た
と
さ
れ
る
。
官
属
閣
を
底
止
し
た
と
記
す
の
で
は
な
く
、

「
別
無
官
麗
」
と
記
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
す
れ
ば
、
こ
の
一
一
二
一
一
年
の
時
黙
で
既
に
、
官
属
が
無
か
っ
た
事
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た

一三

O
六
年
の
ガ
ル
バ
ン
ダ
部
民
の
潰
散
の
事
件
は
こ
の
守
口
署
の
以
前
の
二
十
三
名
の
官
属
の
喪
失
に
開
結
し
た
と
見
ら
れ
る
。

か
く
し
て
フ

ラ
グ
大
王
位
下
の
部
民
は
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
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河
東
・
快
右
の
民
賦一二

五
三

「
葵
丑
、
貢
職
、

王
嘉
公
識
大
盟
、

且
捧
捷
、

組
管
」
と
あ
り
、

河

東

・

険

右

の

擢

盆

に

つ

い

て

は

、

「

伯

徳

碑

」

に

、

可

代

重

合

刺

、

二
五
三
年
、
即
ち
西
征
の
年
、
そ
の
権
盆
管
理
の
副
長
官
で
あ
っ
た
伯
徳
は
フ
ラ
グ
の
下
へ
貢
納
を
行
な
っ
て
お
り
、
西
征
の
震
の
財
政
的
寄

輿
を
行
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

フ
ラ
グ
の
司
法
穫
の
及
ん
で
い
た
長
安
蘇
を
含
む
京
兆
の
八
州
一
二
鯨
は
一
二
五
三
年
ク
ピ
ラ
イ
の
分
地
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
ク
ピ
ラ
イ

の
遠
征
軍
の
費
用
を
供
す
る
魚
、
こ
れ
も
叉
フ
ラ
グ
の
権
益
管
理
の
治
所
が
置
か
れ
て
い
た
解
州
の
解
池
の
聾
利
も
叉
グ
ピ
ラ
イ
に
附
輿
さ
れ

て

い

加

。

こ

の

賦

況

下

で

、

前

記

「

伯

徳

碑

」

に

伯

徳

が

京

兆

地

匡

の

ク

ピ

ラ

イ

フ
ラ
グ
の
擢
盆
が
如
何
に
な
っ
た
か
不
明
で
は
あ
る
が
、

分
地
化
の
あ
っ
た
の
と
同
じ
年
、

一
二
五
三
年
に
行
な
っ
た
フ
ラ
グ
へ
の
貢
納
に
お
い
て
、
擢
金
管
理
の
長
へ
昇
格
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と

一
二
七

O

こ
ろ
よ
り
見
れ
ば
、
河
東
・
侠
右
の
擢
盆
は
猶
お
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
叉
、
「
伯
徳
碑
」
に
、
「
至
元
庚
午
、
告
老
而
胃

@
 

一
二
七

O
年
に
伯
徳
公
は
任
を
退
い
て
い
る
。
少
な
く
と
も
同
年
ま
で
は
権
盆
は
存
績
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

c 

彰

徳

地

匿

- 49ー

居
里
中
」
と
あ
り
、

西
征
以
後
、
彰
徳
分
地
の
管
理
は
ダ
ル
ガ
チ
の
納
林
に
よ
り
篤
さ
れ
て
い
た
が
、
一
二
六
九
年
の
彼
の
死
後
は
彼
の
子
孫
が
そ
の
任
を
綾

③
 

ぎ
、
そ
の
後
は
新
た
に
イ
ラ
ン
よ
り
波
達
さ
れ
た
フ
ラ
グ
家
の
属
僚
恰
只
暗
心
の
孫
が
二
ニ
二
ハ
年
以
後
そ
の
任
に
就
い
た
。

西
征
時
に
先
立
っ
て
分
地
と
し
て
こ
の
彰
徳
路
が
輿
え
ら
れ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
グ
ピ
ラ
イ
の
京
兆
分
地
の
援
な
箪

糧
徴
震
が
、
賓
際
的
に
彰
徳
路
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う
記
事
は
見
え
な
い
。

し
か
し
、
分
地
設
定
が
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
支
配
下
に
入
っ
た
占
領

地
を
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
一
族
、
功
臣
に
分
配
し
、
各
王
侯
保
有
の
軍
国
の
経
済
的
基
盤
を
形
成
せ
し
め
、
帝
圏
の
援
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
培

養
さ
せ
る
と
い
う
目
的
を
一
面
で
有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
嘗
然
彰
徳
路
か
ら
の
財
政
牧
入
は
フ
ラ
グ
西
征
軍
に
何
ら
か
の
寄
輿
を
震
し
た
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
河
東
・
快
右
分
地
の
伯
徳
が
西
征
の
年
に
フ
ラ
グ
の
下
へ
貢
納
を
帰
し
た
と
い
う
事
買
は
彰
徳
路
に
射
し
て
も
適
用
さ

49 

れ
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
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一
二
五
九
年
の
初
め
に
、
常
徳
と
い
う
漢
人
が
西
征
中
の
フ
ラ
グ
の
下
へ
入
観
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
未
だ
知
ら
れ
て
は
い
な
い
。
以
下

で
そ
れ
が
フ
ラ
グ
へ
の
彰
徳
路
の
課
銀
の
納
入
で
あ
っ
た
可
能
性
を
記
し
、
彰
徳
分
地
が
西
征
軍
の
経
済
的
基
盤
の
一
端
を
魚
し
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
。
常
徳
の
放
行
記
は
浬
源
の
劉
郁
に
よ
り

『
西
使
記
』

と
し
て

『
秋
澗
集
』
巻
九
四
、
玉
堂
嘉
話
に

そ
こ
に
は
常
徳
が
い
か
な
る
目
的
を
も
っ
て
イ
ラ
ン
へ
赴
い
た
か
言
及
が
な
い
。
常
徳
や
劉
郁
に
つ
い
て
は
、
そ
の
冒

所
牧
さ
れ
て
い
る
が
、

頭
に
、

@
 

た
。
し
か
し
、
劉
郁
等
の
海
源
の
劉
氏
の
系
譜
を
記
し
た
『
秋
澗
集
』
巻
五
八
、

「
常
徳
字
仁
卿
」
、

そ
の
末
尾
に
、

「運
源
劉
郁
記
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

丁
謙
は
劉
郁
の
本
名
が
常
徳
で
、
仁
卿
が
字
で
あ
る
と
し

海
源
劉
氏
世
徳
碑
銘
弁
序
〈
以
下

「劉
氏
碑
」
と
略
す
)
tこ

「
(
劉
)
郁
字
文
季
亦
名
士
」
と
あ
り
、

丁
謙
の
考
え
と
合
わ
ず
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
劉
郁
と
常
徳
は
別
人
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
元
好
聞
の
『
遺
山
先
生
文
集
』
巻
二
四
、

員
定
府
拳
数
授
常
君
墓
銘
(
以
下
「
常
君
墓
銘
」
と
略
す
)
に
、

春
秋
七
十
有
四
、
質
主
一
安
之
九
月
十
九
日
也
、
夫
人
劉
氏
前
君
二
十
七
年
卒
、
縫
室
李
氏
子
徳
彰
徳
府
宣
課
使
、

(
常
用
晦
〉
逝
、

と
あ
り
、

一
一
一
五
一
年
九
月
に
死
去
し
た
常
用
晦
の
子
に
、

彰
徳
府
の
宣
課
使
の
任
に
あ
っ
た
常
徳
な
る
人
物
の
名
が
見
え
る
。

の
常
徳
と
こ
の
彰
徳
府
宣
課
使
の
常
徳
と
は
年
時
の
上
か
ら
、
同
じ
時
代
に
生
存
し
て
い
た
事
が
推
定
さ
れ
る
。

『
西
使
記
』

- 50-

常
用
晦
の
子
の
常
徳
が
任
に
あ
っ
た
宣
課
使
の
職
務
は
、

差
護
(
線
料
、
包
銀
)
、

課
な
ど
の
税
を
徴
牧
す
る
こ
と
で
あ
加
。

本
来
モ
ン
ゴ
ル
語
で
あ
っ
た
も
の
を
漢
詳
し
た
た
め
か

税
糧
以
外
の
諸
種
の
税
、
即
ち
商
税
、
堕
謀
、
茶
謀
、
竹

宣
課
司
、

税
課

そ
の
官
署
の
名
稀
は
、

@
 

司
、
監
権
課
税
所
等
と
さ
ま
ざ
ま
の
表
記
が
痛
さ
れ
る
。
常
徳
は
こ
の
官
署
の
長
官
の
宣
課
使
の
任
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
彰
徳
府
宣
課

使
常
徳
と
『
西
使
記
』
常
徳
と
が
同

一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
先
ず
論
註
し
た
い
。

彰
徳
府
宣
課
使
常
徳
が
そ
の
任
に
あ
っ
た
確
定
的
な
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
先
の
「
常
君
墓
銘
」
に
よ
れ
ば
、

父
の
常
用
晦
の
死
去
が
、

一
一
一
五
一
年
九
月
一
九
日
で
あ
り
、
叉
、
そ
の
墓
銘
の
作
成
が
篤
さ
れ
た
の
は
、

一
二
五

一

歳
辛
亥
九
月
晦
、
(
元
好
問
)
白
太
原
東
来
、
過
仲
明
(
常
用
晦
〉
之
門
、
而
仲
明
之
下
世
十
許
日
失
、
孤
子
(
常
)
徳
雅
知
子
(
元
好
問
)
、

敬
其
先
人
、
沸
個
以
墓
銘
篤
請
、
予
復
之
日
此
吾
之
志
也
、

実
以
請
魚
、
乃
作
銘
、

「
常
君
墓
銘
」
に
、



と
記
さ
れ
、
常
用
晦
の
死
去
後
一

O
絵
日
目
の
九
月
末
日
の
こ
と
で
あ
る
。

+弘、

そ
れ
故
、

こ
の
墓
銘
に
記
さ
れ
た
常
徳
の
職
名
彰
徳
府
宣
課
使

一
一
一
五
一
年
九
月
頃
の
彼
の
職
任
を
表
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
常
徳
の
職
任
の
下
僚
に
あ
た
る
と
見
ら
れ
る
も
の
に

「
課
税
所
経
歴
」

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

木
稿
四
三
頁
で
記
し
た
「
回
公
墓

誌
」
に
よ
れ
ば
、
二
一
五
二
年
田
文
鼎
が
彰
徳
の
課
税
所
経
歴
を
拝
命
し
て
い
る
。
常
徳
と
回
文
鼎
は
略
ぼ
同
時
期
に
同
一
の
官
暑
に
任
じ
ら

れ
、
恐
ら
く
雨
者
は
面
識
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

『
西
使
記
』
の
筆
録
者
劉
郁
は
金
朝
末
期
、
金
の
都
の
作
が
陥
落
し
た
際
、
河
北
へ
移
っ
た
が
、
そ
の
時
、
同
行
し
た
の
が
、
後
に
彰
徳
の

課
税
所
経
歴
と
な
っ
た
前
記
の
田
文
鼎
で
あ
っ
た
。
「
回
公
墓
誌
」
に
、

北
渡
時
、
同
護
者
数
百
家
、
奉
親
外
救
死
問
疾
、
往
来
保
庇
不
少
倦
、
如
海
源
劉
郁
母
泊
祖
母
病
死
牟
徐
、
二
子
相
顧
披
泣
而
莫
之
何
、

公
魚
死
窪
生
負
、
雨
皆
得
所
其
虚
、

- 51ー

と
あ
り
、
回
文
鼎
の
同
行
者
に
海
源
の
劉
一
両
の
母
と
祖
母
が
あ
り
、
途
中
で
病
死
し
、
そ
の
二
子
が
競
泣
し
た
と
見
え
る
。
こ
の
二
子
と
は
、

劉
郡
、
劉
郁
の
こ
と
で
あ
る
。
「
劉
氏
碑
」
に
よ
れ
ば
、
劉
従
盆
の
二
子
と
し
て
劉
郡
、
劉
郁
の
名
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
劉
郁
が
回
文
鼎

と
同
行
し
て
北
渡
し
た
こ
と
は
確
買
で
あ
る
。

田
文
鼎
は
北
渡
後
、
「
回
公
墓
誌
」
に
、
「
遠
来
居
相
下
」
と
あ
っ
て
、
相
、
即
ち
彰
徳
に
居
住
し
、
そ
の
後
、
経
歴
の
任
に
つ
い
た
。

劉
郁
の
兄
、
劉
郁
も
、
「
劉
氏
碑
」
に
、

壬
辰
北
還
郷
里
、
娼
耕
自
給
、
築
室
、

蹄
日
開
潜
、

一方、

(
中
略
〉
後
征
南
行
蓋
粘
合
公
開
其
名
、
選
至
相
下
、

と
あ
り
、

郷
里
と
見
ら
れ
る
相
(
彰
徳
)
に
住
ん
で
い
た
と
見
ら
れ
、
劉
郁
も
相
(彰
徳
)
の
地
に
何
ら
か
の
知
識
や
開
り
は
あ
っ
た
と
見
ら
れ

ト

ι
λ
ノ
。
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彰
徳
府
宣
課
使
常
徳
は
以
上
の
如
く
、

が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

そ
の
職
任
上
、
田
文
鼎
を
介
し
て
、
叉
、
地
縁
か
ら
も
『
西
使
記
』
筆
録
者
の
劉
郁
と
の
つ
な
が
り

『
西
使
記
』
常
徳
は
、
こ
の
論
誼
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
彰
徳
府
宣
課
使
常
徳
と
同
一
人
物
と
解
す
る
こ
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と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
彰
徳
府
宣
課
使
と
い
う
職
務
か
ら
、
常
徳
が
フ
ラ
グ
の
下
へ
入
観
す
る
可
能
性
を
考
え
て
お
き
た
い
。

フ
ラ
グ
が
西
征
に
伴
な
い
、

彰
徳
を
分
地
と
し
て
興
え
ら
れ
た
の
と
同
様、

同
じ
時
期
ク
ビ
ラ
イ
も
叉
、
南
征
に
伴
な
い
京
兆
を
分
地
と
し
て
興
え
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
述

べ
た
。
こ
の
京
兆
地
匿
の
同
種
の
税
の
徴
牧
及
び
、
ク
ピ
ラ
イ
の
王
府
へ
の
納
入
に
関
し
て
次
の
援
な
記
事
が
あ
る
。
『
元
史
』
巻
一
六
=
一
、

馬
亨
俸
に
、

一
二
五
三

笑
丑
、
従
世
租
征
雲
南
、
留
(
篤
)
亨
信
用
京
兆
椎
課
所
長
官
、
京
兆
藩
邸
分
地
也
、
亨
以
宥
簡
治
之
、

-ニ
E
七

モ

ン

ク

ア

ヲ

ム

〆

ル

丁
己

憲
宗
遺
阿
藍
答
見
等
頭
藩
府
銭
穀
、
亨
時
輩
歳
掛
課
銀
五
百
錠
、
職
之
藩
府
、

不
事
培
克
、
九
五
年
民
安
市
課
裕
、

と
あ
り
、

ク
ビ
ラ
イ
の
分
地
で
あ
る
京
兆
の
権
課
所
長
官
と
な
っ
た
馬
亨
が
、
歳
課
銀
五
百
挺
を
藩
府
に
納
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
朕
況
が
知

ら
れ
る
。
椎
課
所
長
官
は
宣
課
使
と
同
一
の
職
務
内
容
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
ク
ビ
ラ
イ
の
分
地
の
権
課
所
の
長
官
が
王
府
(
張
家
口
外
の

@
 

金
蓮
川
に
あ
っ
た
)
に
歳
課
銀
を
納
入
し
て
い
る
吠
況
か
ら
見
て
、
フ
ラ
グ
の
分
地
の
彰
徳
の
宣
課
司
の
長
官
も
叉
、

え
て
禽
計
報
告
に
入
観
す
べ
き
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

フ
ラ
グ
の
下
へ
課
銀
を
携
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以
上
の
論
誼
か
ら
、
『
西
使
記
』
常
徳
は
フ
ラ
グ
の
分
地
で
あ
る
彰
徳
の
宣
課
使
常
徳
で
あ
り
、

そ
の
放
行
の
目
的
は
、
彰
徳
分
地
の
盟
謀
、

茶
課
等
の
曾
計
報
告
及
び
課
銀
の
フ
ラ
グ
の
王
府
へ
の
納
入
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
事
買
な
ら
ば
彰
徳
分
地
の
牧
入
は
西
征
直
後

の
一
時
期
に
は
イ
ラ
ン
の
フ
ラ
グ
西
征
軍
の
財
政
に
寄
興
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

元
朝
治
下
の
フ
ラ
グ
家
所
領
の
意
義

1 

元
朝
政
府
の
保
管

以
上
の
中
園
領
か
ら
の
牧
入
の
内
陸
ア
ジ
ア
を
経
た
イ
ラ
ン
へ
の
迭
達
は
、
可
能
性
と
し
て
の
常
徳
の
例
を
除
い
て
、

コ
ス
ト
や
政
治
献
勢



ト
」
駒
内
〆
、

不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

モ
ン
ケ
の
死
後
の
ア
リ
ク
・
プ
カ
と
ク
ピ
ラ
イ
の
抗
争
、
績
い
て
お
こ
っ
た
カ
イ
ド
ウ
等
の
内
陸
ア

ジ
ア
の
勢
力
と
ク
ビ
ラ
イ
と
の
封
立
は
騨
停
に
よ
る
迭
達
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
叉
、
も
は
や
、

フ
ラ
グ
家
に
と
っ
て
、
中
園
領
の
意
義
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

イ
ラ
ン
に
地
歩
を
築
い
た

ク
ピ
ラ
イ
政
権
が
形
だ
け
な
が
ら
も
全
モ
ン
ゴ
ル
園
家

@
 

チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
以
来
の
各
王
侯
の
権
盆
を
保
全
す
べ
き
立
場
を
堅
持
し
た
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
残
さ
れ
た
権
盆
に
つ
い
て

『
集
史
』
に
、
ト
P

ル
イ
の
中
園
の
所
領
で
あ
る
員
定
路
の
擢
盆
に
闘
す
る
記
事
に
績
け
て
、

そ
の
中
園
か
ら
カ
ア
ン
は
確
固
と
し
て
、
フ
ラ
グ

・
カ
ン
や
そ
の
息
子
た
ち
の
取
り
分
で
あ
る
そ
の
財
物
や
諸
税
や
す
べ
て
の
物
に
つ
い

て
道
と
機
舎
が
み
つ
か
り
、
送
達
す
る
ま
で
、
保
存

・
管
理
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
た
。

と
あ
加
様
に
、
元
朝
政
府
に
よ
り
保
管
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
迭
達
の
機
舎
は
マ
ル
コ

・
ポ
l
ロ
が
第
四
代
イ
ル

・
カ
ン
の
ア
ル
グ

@
 

ン
の
使
節
と
共
に
海
路
イ
ラ
ン
へ
向
っ
た
時
三
二
九
O
年
)
が
考
え
ら
れ
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
第
七
代
の
ガ
ザ
ン
・
カ
ン
の
時
代
ま
で

こ
の
様
な
獄
況
下
で
、
猶
お
フ
ラ
グ
家
の
中
園
領
が
存
在
を
保
ち
績
け
た
理
由
は
、

の
宗
主
で
あ
り
、

具
韓
的
に
は
見
ら
れ
な
い
。
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但
だ
、
権
盆
が
元
朝
政
府
の
保
管
す
る
事
と
な
っ
た
と
は
言
え
、
フ
ラ
グ
家
が
イ
ラ
ン
定
着
の
嘗
初
か
ら
中
園
領
に
つ
い
て
全
く
開
輿
し
な

く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
許
有
壬
の
『
至
正
集
』
巻
五
三
、
西
域
使
者
暗
只
暗
心
碑
に
、

一

---a↑u
丁
巳
、
割
彰
徳
路
魚
分
地
、
江
南
卒
、
盆
以
賓
慶
路
、
王
邸
在
極
西
絶
域
、
遺
使
必
慣
揮
其
人
、
以
公
借
魯
思
権
木
子
古
里
沙
的
、
入
観

一
二
六
八

計
事
、
公
夙
慕
中
土
、
因
習
一
家
行
、
目
疾
留
豊
州
、
至
燕
病
卒
、
時
至
元
五
年
八
月
廿
三
日
也
、
享
年

一
百
一
十
七
歳
、
初
公
至
和
林
、

一
二
六
八
年
(
ア
パ
カ
の
四
年
)
に
、
イ
ラ
ン
よ
り
和
林
、
豊
州
を
鰹
て
、
燕
(
後
の
大
都
)
に
、
恰
只
恰
心
及
び
古
里
沙
的
が
到
達

彼
等
の
涯
遣
は
、
彰
徳
路
分
地
や
賓
慶
路
分
地
(
後
者
は
後
の
南
宋
卒
定
後
の
分
輿
で
あ
る
〉
の
権
盆
の
管
理
と
開
り
あ
る
こ
と
の
如

「
入
観
計
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
皐
な
る
政
務
一
般
の
意
見
陳
述
の
震
の
入
観
で
は
な
く
分
地
の
権
盆
の
舎
計
と
閥

と
あ
り
、

し
て
い
る
。

く
記
さ
れ
て
い
る
。

53 

り
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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分
地
の
曾
計
監
査
が
政
府
機
闘
に
各
王
侯
の
代
表
を
集
め
て
、
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
『
知
県
奄
集
』

巻
五
、
雷
経
歴
行
朕
に
、

モ
ン
ケ
の
即
位
前
の
こ
と
と
し
て

従
耶
律
公
北
観
、
因
命
公
大
較
天
下
銭
穀
、
開
府
燕
都
、
〈
中
略
)
途
借
至
京
師
、
諸
侯
藩
持
率
僚
吏
、
輩
園
籍
金
自
巾
、

不
可
勝
紀
、

と
あ
る
他
、

一
二
六

O
年
頃
の
事
と
し
て
、
劉
敏
中
の
『
中
苓
集
』
巻
一
七
、
牛
氏
先
徳
碑
銘
に
、

一
二
五
五

一ニ
宜
九

禽
丞
相
璃
爾
美
、
卒
章
越
公
、
右
丞
張
公
奉
旨
検
括
前
省
乙
卯
至
己
未
凡
五
歳
内
外
金
穀
出
入
之
数
、
の
選
諸
王
府
属
各
二
人
共
其
事
、

カ
〆
ン

而
済
南
信
用
親
王
恰
坦
分
邑
、
王
以
公
雁
選
、
融
秩
硯
左
右
司
郎
中
、

と
あ
り
、
諸
王
の
王
府
の
医
閣
僚
二
名
が
参
加
し
て
、

し
て
「
入
観
計
事
」
な
る
任
を
帯
び
て
、

@
 

一
二
五
五

l
五
九
年
の
聞
の
禽
計
監
査
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
彰
徳
分
地
の
権
盆
と
関
連

フ
ラ
グ
家
か
ら
一
二
六
八
年
に
涯
遣
さ
れ
た
暗
只
恰
心
と
古
里
沙
的
の
任
と
は
右
の

『
中
苓
集
』
に

記
さ
れ
た
様
な
舎
計
監
査
へ
の
参
加
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
。

@
 

一
般
に
分
地
を
有
す
る
王
侯
は
、
そ
の
代
表
と
し
て
断
事
官
を
涯
遣
し
て
、
政
府
機
関
の
議
決
に
参
重
さ
せ
る
制
度
が
あ
る
が
、

フ
ラ
グ
家
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の
場
合
、
彰
徳
路
ダ
ル
ガ
チ
の
納
林
の
長
子
額
呼
が
そ
の
「
中
書
省
断
事
官
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
(
「
揚
公
碑
」
)
。
前
者
の
曾
計
監
査
へ
の
参

加、

後
者
の
政
府
機
関
へ
の
参
萱
は
、
権
盆
の
迭
達
が
不
可
能
と
な
っ
た
朕
況
下
に
お
い
て
も
、

猶
お
フ
ラ
グ
家
が
中
園
に
所
領
を
有
す
る
王

侯
の

一
人
で
あ
る
事
の
権
利
の
表
明
で
あ
る
と
共
に
、
元
朝
が
全
モ
ン
ゴ
ル
園
家
の
宗
主
と
し
て
の
形
を
整
え
る
篤
に
求
め
た
と
い
う
面
も
強

そ
の
様
盆
は
フ
ラ
グ
家
に
は
何

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
な
形
で
の
フ
ラ
グ
家
の
権
盆
の
代
表
の
元
朝
政
府
へ
の
参
霊
は
あ
っ
て
も
、
も
は
や
、

ら
寄
興
す
る
も
の
で
は
な
く
、
元
朝
政
府
の
保
管
す
る
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

2 

イ
ラ
ン
へ
の
、
遺
達
の
開
始

フ
ラ
グ
家
の
中
園
領
の
権
盆
は
再
び
フ
ラ
グ
家
へ
、
進
達
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
二
ニ

O
四
年
に
行
な
わ
れ
た
ガ
ザ
ン
の

@
 

封
元
朝
遣
使
を
契
機
と
し
て
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
恵
谷
俊
之
氏
の
誇
さ
れ
た
『
ワ
ッ
サ
I
フ
史
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
使
節
た
ち
は
、
中
園

十
四
世
紀
に
入
り
、



四
年
間
滞
在
し
て
、

目
的
を
成
就
し
、
開
園
す
べ
き
時
が
や
っ
て
来
た
。
カ
l
ン
は
ト
ウ
カ
l
大
使
に
多
く
の
贈
物
を
託
し
、

フ
ア
グ
ル
H

ウ
ッ

u
デ
ィ

1
ン
に
敷
令
書

(JFユ
百
ご
と
牌
子

srsz
と
名
審
の
稽
競
と
あ
る
貴
族
の
娘
を
賜
わ
っ
た
。

マ
リ
ク

そ
し
て
ガ

ー
ザ
l
ン
・
ハ
l
ン
へ
の
、
逗
書
が
認
め
ら
れ
た
が
、
チ
ン
ギ
1
ズ
・
ハ

1
ン
の
一
門
と
し
て
、
氷
久
に
友
好
的
に
一
つ
の
途
を
歩
も
う
と
い

う
主
旨
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
贈
物
に
は
宮
廷
の
工
房
の
生
産
品
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
フ
ラ
1
グ
(
広
三

SZ)
の
受
け
る
べ
き
分

け
前
で
あ
っ
た
が
、

メ
ン
グ
・
カ
1
ン
(
玄

g
向
。
郡
白
〉
の
時
代
以
来
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
一
般
の
別
の
ジ
ヤ
ン
ク
に

積
載
し
、
彼
ら
の
大
使
と
と
も
に
友
好
と
親
善
の
意
を
俸
達
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。
:
:
:
マ
リ
ク
・
フ
ァ
ク
ル
川
ウ
ッ
H

デ
ィ

I
ン
は

使
節
固
と
三
壁
の
ジ
ヤ
ン
ク
お
よ
び
貴
重
な
財
賓
を
搭
載
し
た
他
の
船
舶
に
伴
わ
れ
て
出
鼓
し
た
。

知
ら
れ
る
。

と
あ
る
。
こ
の
史
料
よ
り
、
長
ノ
ヘ
元
朝
政
府
に
保
管
さ
れ
て
い
た
フ
ラ
グ
家
の
中
園
領
か
ら
の
牧
入
が
鯖
還
使
節
の
便
船
に
積
載
さ
れ
た
事
が

@
 

ガ
ザ
ン
が
行
な
っ
た
こ
の
使
節
汲
遣
は
恵
谷
俊
之
、
佐
ロ
透
、
家
島
彦
一
の
各
氏
が
指
摘
さ
れ
る
様
に
、
通
商
・
貿
易
の
開
拓
に
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あ
っ
た
。
本
田
寅
信
氏
に
よ
れ
ば
ガ
ザ
ン
は
一
二
九
五
年
の
即
位
に
際
し
て
、
極
度
の
財
政
危
機
に
直
面
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
打
開
す
ベ

く
、
税
制
改
革
を
行
な
っ
加
と
言
わ
れ
る
。
彼
の
樹
元
朝
使
節
波
遣
は
か
か
る
財
政
上
の
必
要
か
ら
の
通
商
の
利
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と

@
 

見
ら
れ
、
中
園
領
か
ら
の
牧
入
に
閲
し
て
も
期
す
る
所
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
使
節
汲
遣
が
行
な
わ
れ
た
十
四
世
紀
初
頭
は
長
ら
く
績
い
た
元
朝
と
内
陸
ア
ジ
ア
の
諸
カ
ン
園
と
の
抗
争
が
漸
く
終
結
に
近
づ
き
、
友

@
 

好
関
係
が
回
復
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
元
来
友
好
的
で
あ
っ
た
フ
ラ
グ
家
と
も
更
に
そ
の
関
係
を
増
進
す
べ
く
、
元
朝
は
ガ
ザ

ン
に
射
し
て
、
か
つ
て
ア
パ
カ
が
返
上
し
て
い
た
七
千
絵
戸
と
見
ら
れ
る
も
の
を
下
賜
す
る
と
共
に
、
フ
ラ
グ
家
の
中
園
領
の
擢
盆
の
迭
達
の

@
 

『
集
史
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
様
な
迭
達
の
震
の
遁
と
機
舎
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

目
六
種
化
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

55 

こ
の
ガ
ザ
ン
の
涯
遣
し
た
使
節
の
一
人
、
マ
リ
ク
・
フ
ァ
ク
ル
・
ウ
ッ
デ
ィ
l
ン
は
、
嘗
時
の
イ
ン
ド
洋
貿
易
を
支
配
し
た
キ
l
シ
ュ
の
王

@

@
 

で
あ
っ
て
、
使
節
行
に
際

L
、
園
庫
よ
り
十
ト
マ
ン
の
貿
易
の
資
本
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
信
仰
還
の
際
の
船
の
隻
数
の
大
多
数
は
そ
れ
ら
貿
易
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の
品
の
積
載
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
フ
ラ
グ
家
の
所
領
の
牧
入
が
積
載
さ
れ
た
船
の
隻
数
は
僅
か
一
般
に
す
ぎ
ず
、
貿
易
に
比
べ
れ
ば

そ
の
相
封
的
比
重
は
小
さ
く
、
寅
利
よ
り
も
、
元
朝
と
イ
ル
・
カ
ン
園
の
聞
の
友
好
関
係
の
象
徴
と
し
て
の
意
義
を
強
く
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ

@
 

一
一
ニ
二
三
年
ま
で
績
い
た
こ

O
次
に
及
ぶ
イ
ル
・
カ
ン
闘
の
使
節
振
蓮
に
お
い
て
も
、

ぅ
。
こ
の
ガ
ザ
ン
の
一
三

O
四
年
の
使
節
汲
遣
よ
り
、

ガ
ザ
ン
の
場
合
と
同
様
の
意
義
に
お
い
て
フ
ラ
グ
家
の
所
領
の
牧
入
は
イ
ラ
ン
へ
迭
達
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

お

わ

り

以
上
述
べ
た
黙
を
略
述
す
れ
ば
次
の
如
く
な
ろ
う
。
フ
ラ
グ
家
の
東
方
領
は
父
ト
ゥ
ル
イ
の
遺
産
の
一
部
を
縫
承
し
た
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
遊
牧

地
と
軍
圏
、
中
園
の
大
都
等
慮
の
フ
ラ
グ
大
王
位
下
の
七
千
絵
戸
の
直
属
民
、
河
東
及
び
快
右
地
区
の
樺
盆
(
民
賦
)
、
彰
徳
地
匿
の
二
五
、
。

五
六
戸
か
ら
の
五
戸
総
料
等
の
権
盆
、

そ
し
て
江
南
卒
定
後
に
興
え
ら
れ
た
賓
慶
路
(
額
数
不
明
〉
の
江
南
戸
紗
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

モ
ン
ケ
の
死
後
の
ク
ピ
ラ
イ
と
ア
リ

西
征
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時
に
お
い
て
は
遠
征
軍
の
費
の
一
端
を
捲
い
、
常
徳
に
よ
る
彰
徳
路
の
課
銀
の
納
入
の
可
能
性
も
あ
る
。

ク
・
プ
カ
の
抗
争
を
契
機
と
し
て
、

モ
ン
ゴ
リ
ア
の
所
領
は
消
滅
し
た
。

フ
ラ
グ
は
イ
ラ
ン
の
地
に
自
ら
の
政
権
を
樹
立
し
た
魚
、
残
さ
れ
た

東
方
領
の
南
方
部
分
、
即
ち
中
園
の
所
領
は
フ
ラ
グ
家
と
遠
く
隔
絶
し

フ
ラ
グ
家
の
経
済
的
基
盤
と
し
て
の
意
義
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
。

但
だ
、
そ
の
様
な
朕
況
下
に
お
い
て
も
、

ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
中
書
省
に
フ
ラ
グ
家
の
代
表
の
断
事
官
を
設
け
、
中
園
領
の
財
務
に
関
連
し
て
二

名
の
者
を
イ
ラ
ン
よ
り
汲
遣
す
る
な
ど
、
中
園
領
の
権
益
保
有
の
表
明
を
魚
し
て
い
た
。
そ
の
様
な
属
僚
の
ク
ピ
ラ
イ
政
府
へ
の
参
董
は
ク
ピ

ラ
イ
が
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
宗
主
と
し
て
の
立
場
を
表
明
す
る
矯
に
要
請
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
残
さ
れ
た
中
園
領
の
擢
盆
は
迭
達
の
機

舎
が
あ
る
ま
で
元
朝
政
府
に
よ
り
保
管
さ
れ
、

フ
ラ
グ
家
の
大
都
等
慮
の
七
千
齢
戸
は
元
朝
政
府
へ
返
上
さ
れ
、
兵
部
向
書
の
管
理
下
に
入
つ

すこ

一
四
世
紀
初
頭
第
七
代
イ
ル
・
カ
ン
、

ガ
ザ
ン
が
貿
易
の
開
拓
を
求
め
て
元
朝
へ
使
節
を
波
遣
す
る
と
、

か
つ
て
返
上
さ
れ
て
い
た
七
千

除
戸
と
見
ら
れ
る
戸
口
が
下
賜
さ
れ
、

ガ
ザ
ン
の
直
属
民
と
し
て
、
破
綻
に
は
関
し
た
が
、

ガ
ザ
ン
の
属
僚
の
直
接
管
理
下
に
お
か
れ
、
加
え

て
中
園
領
の
牧
入
は
イ
ラ
ン
ヘ
海
路
よ
り
、
4
歪
達
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
。
貿
易
と
比
べ
て
そ
の
比
重
は
僅
か
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、

一一一一一一
一



年
ま
で
の
二

O
次
に
亙
る
そ
の
後
の
イ
ル
・
カ
ン
圏
使
節
の
信
仰
還
に
お
い
て
も
か
か
る
迭
達
は
縫
績
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

領
は
フ
ラ
グ
家
に
と
っ
て
経
済
的
に
は
そ
の
意
義
は
小
さ
か
っ
た
が
、
元
朝
政
府
は
そ
れ
を
保
全
す
る
こ
と
で
、

フ
ラ
グ
家
の
中
園

モ
ン
ゴ
ル
帝
園
の
宗
主
と
し

て
の
立
場
を
表
明
し
、
元
朝
政
府
と
中
央
ア
ジ
ア
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
勢
力
と
の
針
決
の
間
に
あ
っ
て
も
、
元
朝
の
宗
主
権
を
認
め
、
自
ら
も
中
央

ら
れ
よ
う
。

ア
ジ
ア
の
モ
ン
ゴ
ル
勢
力
と
封
時
し
て
き
た
イ
ル
・
カ
ン
固
と
の
友
好
の
増
進
へ
の
姿
勢
を
示
す
と
い
う
政
治
的
意
義
が
大
き
か
っ
た
と
考
え

以
上
フ
ラ
グ
家
の
東
方
領
の
形
成
、
西
征
後
の
献
況
、
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
分
封
制
が
モ
ン
ゴ
ル
帝
園
や
元
朝
の
歴
史
的
過
程
の
中

で
如
何
な
る
意
義
を
有
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
か
か
る
王
侯
の
所
領
ご
と
の
綿
密
な
考
察
が
猶
お
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
叉

各
王
侯
の
所
領
を
構
成
す
る
各
要
素
を
個
別
に
分
析
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
考
察
の
魚
の
一
つ
の
基
礎
的
な
事
例
の
提
出
と
し
て
の

意
義
を
本
稿
は
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

註
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(
文
献
名
は
本
稿
末
に
列
記
。
同
一
著
者
の
複
数
文
献
は
著
作
年
西
暦
末

尾
二
桁
で
示
す
。
)

①
杉
山
正
明
、
二
一
員
。

②

金
園
征
服
後
に
つ
い
て
は
拙
稿
、
七
八
年
、
三
四
|
四
五
頁
。

③

杉
山
正
明
、
一
l
l
三
四
頁
。

④
ミ
ル
ザ
・
ム
ハ

ン
マ
ド
、
一
二
年
、
三
二
頁
。

⑤

ブ
ロ
シ
ェ
、
二
頁
。
本
田
賀
信
、
五
三
年
、
二
頁
。

⑤

ブ
ロ
シ
ェ
、
一
五
|

一
六
頁
。

⑦

村
上
正
二
、
七
六
年
、
二
八
七
|
二
八
八
頁
。

⑤
愛
宕
松
男
、
四
一
年
、
六
九
七
、
七
て
七
六
頁
。

@
佐
口
透
、
七

O
年
、
七
八
|
九
頁
。
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⑫
本
国
賓
信
、
五
三
年
、
九
頁
。

⑪
井
ノ
崎
隆
興
、
二
七
頁
。

⑫
村
上
正
二
、
四
三
年
、
=
一

O
六
頁
。

⑬
史
料
中
の
太
后
は
ト
ゥ
ル
イ
妃
の
ソ
ル
カ
ク
タ
ニ
・
ベ
キ
の
廟
競
荘
要

太
后
の
略
と
見
る
。

⑬

拙
稿
、
七
八
年
、
四
四
頁
。

⑮
『
元
史
』
径
一
一
一
四
、
忙
寄
撒
見
俸
。

⑮
ベ
レ
ジ
ン
、
二
二
四
頁
。

⑫
ミ
ル
ザ
・
ム
ハ
ン
マ
ド
、
三
七
年
、
四
|
五
頁
。

の
記
載
が
あ
る
(
プ
ロ
シ
ェ
、
二
七
二
頁
〉
。

⑬
本
由
貿
信
、
五
三
年
、
一
七
頁
、
註
(
お
)
。

『
集
史
』
に
も
同
様
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⑬
本
田
質
信
、
五
三
年
、
九
頁
。

③
「
太
上
皇
」
を
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
、
そ
の
四
子
を
ト
ゥ
ル
イ
と
考
え
た

結
果
、
そ
の
西
征
を

ご
二
九
年
か
ら
の
も
の
と
剣
断
し
た
が
、
「
揚
公

碑
」
に
は
「
太
上
皇
因
子
」
を
ト
ク
ル
イ
と
す
る
明
記
は
な
い
。
但
だ
、

「
太
上
皇
四
子
」
は
フ
ラ
グ
の
属
僚
を
決
め
る
立
場
に
あ
っ
た
人
物
と
見

ら
れ
る
。
そ
の
様
な
立
場
に
あ
り
、

「
四
子
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
は
『
元

ウ
ゲ
デ
イ

史
』
巻
一
二
二
、
按
礼
見
俸
に
、
「
(
太
宗
)
率
従
弟
按
只
吉
万
J

、
ロ
温
不

花
大
玉
、
皇
弟
四
太
子
監
園
王
字
羅
征
油
田
州
」
と
見
え
る

「
皇
弟
四
太
子」

即
ち
、
ト
ゥ
ル
イ
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
考
え
れ
ば
「
太
上
皇
」
は
チ
ン

ギ
ス
・
カ
ン
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
但
だ
、
『
元
史
』
巻
七
四
、
祭

杷
三、

宗
廟
上
、
至
元
ご
二
年
九
月
己
亥
の
僚
に
、
「
容
宗
題
臼
太
上
皇
、

墨

ケ

ノ

ヤ

y

也
可
那
顔
」
と
あ
り
、
「
太
上
皇
」
を
ト
ヮ
ル
イ
と
し
、
右
の
考
え
と
矛

盾
を
生
じ
る
。
し
か
し
、
「
太
上
皇
」
に
つ
い
て
は
、

『
元
史
』
各
一
四

四
、
月
見
帖
木
見
停
に
、
「
帝
(
HH

仁
宗
)
語
近
臣
目
、
朕
関
前
代
皆
有

太
上
皇
之
鋭
、

今
皇
太
子
且
長
、
可
居
大
位
、
験
欲
信
用
太
上
皇
、
輿
若
等

瀞
翻
西
山
」
と
あ
り
、
仁
宗
が
皇
帝
の
位
を
去
っ
て
太
上
皇
と
な
ら
ん
と

す
る
記
載
も
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
「
太
上
皇
」
を
ト
ゥ
ル
イ
と
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
俵
り
に
、
「
揚
公
碑
」
の
「
太
上

皇
」
を
ト
・
ヮ
ル
イ
と
す
る
と
、
太
上
皇
の
四
子
は
ト
ゥ
ル
イ
の
四
番
目
の

子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
『
集
史
』

(
ブ
ロ
シ
ェ
、
二

O
二
頁
〉

の
記
載
か
ら
す
れ
ば
四
番
目
の
子
は
ク
ビ
ラ
イ
と
な
り
、
ク
ピ
ラ
イ
は

「
揚
公
碑
」
で
は
「
上
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
考
え
は
成
立
し
な

い
。
叉
、
ト
ゥ
ル
イ
の
正
妻
ソ
ル
カ
ク
タ
ニ
・
ベ
キ
の
所
生
の
四
子
ア
リ

ク
・
ブ
カ
と
す
れ
ば
、
ア
リ
ク
・
プ
カ
が
兄
フ
ラ
グ
所
属
の
人
物
を
決
定

す
る
こ
と
と
な
り
、
蓋
然
性
は
少
な
い
。
「
太
上
皇
四
子
」
を
「
皇
弟
四

太
子
」
の
如
く
、
同
じ
内
容
を
重
複
し
て
記
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
の
考
え
も
、
「
揚
公
碑
」
の
本
文
記
載
部
分
の
前
僚
に
、
モ
ン
ゴ

ル
帝

園
勃
興
期
の
太
丑
軍
と
の
抗
争
の
中
で
は
皐
濁
で
「
太
上
白
星
」
と
示
さ
れ

て
い
る
か
ら
成
立
し
難
い
。
な
ぜ
な
ら
勃
興
期
の
記
事
の
次
に
、
新
た
に

「太
上
皇
因
子
」
と
記
さ
れ
て
い
る
以
上、

太
上
皇
と
四
子
は
父
子
と
解

す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
太
上
皇
は
チ

ン
ギ
ス
・
カ
ン
、

そ
の
四
子
は
ト
ク

ル
イ
と
決
定
さ
れ
よ
う
。
彼
ら
の
西
征
は

ご
二
九
年

か
ら
の
も
の
(
『
元
史
』
巻
て
太
組
本
紀
)
で
あ
る
。

@
本
田
貧
信
、
六
一
年
。

②
小
林
高
四
郎
、
岡
本
敬
二
、
六
四
年
、
四
三
頁
。

③

村

上
正
二
、
四

O
年
、
一
七
七
|

一
七
八
頁
。

@
ベ
レ
ジ
ン
、
八
九
頁。

②
拙
稿
、
七
八
年
、
三
四
頁
。

⑧

ク

リ

ー
ブ
ス
、
五
一
年
、
二
八
頁
な
ど
。

@
村
上
正
二
、
四

O
年、

一
九
五
頁。

③
本
因
究
信
、
六
四
年
、
五
頁
。

③

ア

リ
l

・ザ
i
デ
、
二
二
頁
。
ミ
ル
ザ
・
ム
ハ

ン
マ
ド
、

三
七
年
、
九

一
一
|
九
三
頁
。

③
拙
稿
、
七
八
年
、
四

O
頁。

@
『
元
史
』
巻
三
、
憲
宗
本
紀
。

③
拙
稿
、
七
九
年
、
三
九
頁
。

③
桃
燈
の
『
牧
奄
集
』
巻
三

O
、
李
忠
宣
公
行
吠
に
、
「
英
臣
、
先
朝
封

周
親
、
割
京
兆
隷
潜
落
、
揮
庭
臣
可
理
賦
者
、
使
調
軍
食
」
と
あ
る
。

⑧

本

田
貿
信
、
六
四
年
、
五
頁
。

③
愛
宕
松
男
、
五

O
年
、
四

O
四
|
四
一
四
頁
。
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⑧
拙
稿
、
七
八
年
、
三
七
|
三
八
頁
。

@

ア

リ

l

・ザ
l
デ
、
二
四
頁
。

③

ア

リ

1
・ザ
1
デ
、
一

O
六
頁
。

③
ミ
ル
ザ
・
ム
ハ
ン
マ
ド
、
三
七
年
、
九
六
|
九
七
頁
。

⑬

ア

リ

l

・ザ
l
デ
、
九
頁
、
一

O
六
頁
。

@
ア
リ
!
・
ザ
l
デ
、
一

O
六
頁
。

@

ア

リ

l

・ザ
I
デ
、
九
三
頁
、
九
五
頁
。

@
ア
リ
!
・
ザ
l
デ
、
一

O
五
|
一

O
六
頁
。

@

ア

リ

l

・ザ
l
デ
、
一

O
六
|
一

O
七
頁
。

@
プ
ロ
シ
ェ
、
四
二

O
、
四
三
二
頁
。

⑮

プ
ロ
シ
ェ
、
五
六
四
頁
。

@
プ
ロ
シ
ェ
、
五
六
六
|
五
六
七
頁
。

⑬
プ
ロ
シ
ェ
、
五
六
四
|
五
六
五
頁
。

⑬
ブ
ロ
シ
ェ
、
五
六
七

l
五
六
九
頁
。

@
和
田
清
、
二
九
六
頁
。

@
恵
谷
俊
之
、
五
三
頁
。

@
ボ
イ
ル
、
三
九
七
|
三
九
八
頁
。

一
二
五
三

@
胡
務
之
の
『
山
右
石
刻
叢
編
』
各
三
二
、
池
紳
廟
碑
に
、
「
歳
笑
丑
、

憲
宗
桓
粛
皇
帝
、
以
世
租
聖
徳
神
功
文
武
皇
帝
介
弟
之
重
征
大
理
、
重
盛

池
之
利
、
以
備
軍
、
立
従
宜
府
於
京
兆
、
停
右
丞
臣
李
徳
輝
領
其
事
」
、

『
元
史
』
巻
四
、
世
組
本
紀
一
に
、
「
奏
割
河
東
解
州
顔
池
、
以
供
軍
食
、

立
従
宜
府
子
京
兆
」
と
あ
る
。

==o
 

@
同
恕
の
『
祭
事
句
集
』
径
六
、
監
納
翠
君
墓
誌
銘
に
、
「
至
大
庚
戊
冬
十

有
一
月
、
靖
遠
王
邸
管
民
提
領
程
従
政
介
予
知
奮
韓
徳
、
卿
任
久
中
泣
奔

而
請
日
従
政
不
天
母
氏
、
生
七
十
有
三
、
以
六
月
十
二
日
卒
、
従
政
奉
其

喪
於
長
安
田
綿
山
宗
化
坊
親
任
卿
王
化
村
先
坐
之
昭
」
と
い
う
記
事
が
見
え

る
。
靖
遠
王
は
ガ
ザ
ン
の
王
続
と
し
て
元
朝
か
ら
奥
え
ら
れ
た
〈
『元
史
』

各一

O
八
、
諸
王
表
〉
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
史
料
中
の
靖
遠
玉
邸
管
民

提
領
は
、
フ
ラ
グ
家
の
属
民
の
管
理
人
で
あ
る
。
大
都
等
路
の
打
捕
鷹
房

諸
色
人
匠
戸
の
管
理
の
震
に
置
か
れ
た
二
三
名
の
属
僚
の
職
名
中
に
は
こ

の
名
稽
は
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
故
、
大
都
等
路
の
諸
色
戸
口
と
こ

の
翠
従
政
が
管
理
し
た
戸
口
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
こ
の
人
物
が
長
安
に

先
坐
の
地
を
有
す
る
と
い
う
事
は
、
二
ニ
一

O
年
の
段
階
に
お
い
て
、
フ

ラ
グ
家
と
長
安
と
の
繋
り
が
猶
お
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
若

干
の
疑
を
生
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
断
定
は
し
得
な
い
。

@
許
有
壬
の
『
至
正
集
』
巻
五
三
、
西
域
使
者
恰
只
喰
心
碑
。

③
佐
口
透
、
七

O
年
、
一
四
七
頁
。

@
了
謙
、
二
二
九
四
|
二
二
九
五
頁
。

③
岡
本
敬
二
、
七
五
年
、
六

O
頁。

@
前
田
直
典
、
八
九
頁
。

そ

γ
タ

タ

ピ

ヲ

イ

@

『
元
史
』
各
一
四
六
、
楊
惟
中
俸
に
、
「
憲
宗
即
位
、
世
租
以
太
弟
鎖

e
y

・7-
二
五
二

金
蓬
川
、
得
開
府
」
、
巻
一
五
七
、
部
経
俸
に
、
「
憲
宗
二
年
、
世
組
以
皇

弟
関
邸
金
蓮
川
、
召
経
、
諮
以
経
園
安
民
之
道
、
僚
上
敏
十
事
、
大
悦
、

途
留
王
府
」
と
見
え
る
。
金
蓮
川
は
愛
宕
松
男
氏
に
よ
れ
ば
、
張
家
口
外

の
張
北
豚
白
域
子
に
比
定
さ
れ
る
(
愛
宕
松
男
、
四
一
年
、
一

O
一一一頁)。

@
ク
ピ
ラ
イ
政
権
が
か
か
る
立
場
に
た
っ
て
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
侯
の
権
盆
を

保
全
し
て
い
た
こ
と
は
、
針
立
す
る
カ
イ
ド
ヲ
の
そ
れ
を
も
確
保
し
績
け

て
い
た
(
愛
宕
松
男
、
七
一
年
、
二
七
一
頁
、
注
四
)
こ
と
に
端
的
に
表

わ
れ
て
い
る
。

@
プ
ロ
シ
ェ
、
一
二
七
頁
。
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@
愛
宕
松
男
、
七

O
年
、
三
一
頁
。
タ
リ
ー
ブ
ス
、
七
六
年
、

一
八
七
頁。

@
こ
の
舎
計
監
査
は
、
『
秩
澗
集
』
を
八

O
、
中
堂
事
記
に
見
え
る
も
の

と
同
一
と
見
ら
れ
る
(
牧
野
修
二
、
七
六
頁
)
。

@

牧

野
修
二
、
六
二
|
六
三
頁
。
海
老
津
哲
雄
、
三
二
三
六
頁
。

@
恵
谷
俊
之
、
五
二
|
五
三
頁。

@
恵
谷
俊
之
、
四
九
|
五
五
頁
。
佐
口
透
、
七

O
年
、
二
二
八
|
二
二
九

頁
。
家
島
彦

て
七
六
年
、
三
六
|
三
七
頁
、
註
引
。

@

本

田

寅
信
、
六
九
年
、
一
一
六
一
ニ

l
二
六
四
頁
。

@
ガ
ザ
ン
の
父
ア
ル
グ
ン
は
元
朝
よ
り
、
そ
の
妃
と
し
て
、
コ
コ

ジ
ン
姫

を
奥
え
ら
れ
て
い
る
。
コ
コ
ジ
ン
の
イ
ラ

ン
到
着
前
に
既
に
ア

ル
グ
ン
は

死
去
し
、
ガ
イ
ハ
ト
ゥ
の
治
世
で
あ
っ
た
。
ガ
イ
ハ

ト
ク
は
コ
コ

ジ
ン

を

ガ
ザ
ン
に
輿
え
、
コ
コ
ジ
ン
を
中
園
よ
り
護
迭
し
た
マ
ル
コ

・
ポ
l
ロ
等

は
ガ
ザ
ン
の
下
ま
で
彼
女
を
迭
り
届
け
た

〔
愛
宕
松
男
、
七

O
年、

三
二

頁
〕
。
元
朝
の
諸
制
度
に
精
通
し
た
マ

ル
コ
・
ポ
l
ロ
等
と
の
禽
見
は
ガ

ザ
ン
に
中
園
に
於
け
る
フ
ラ
グ
家
の
所
領
や
、
中
園
と
の
貿
易
の
利
に
関

す
る
知
見
を
輿
え
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
。

⑫
元
朝
、
イ
ル
・
カ
ン
圏
、
チ
ャ
ガ
タ
イ
家
及
び
ウ
ゲ
デ
イ
家
の
開
の
議

和
は
テ
ム
ル

・
カ
ア
ン

・
ド
P
ワ
、
チ
ャ
パ
ル
の
合
同
講
和
使
節
圏
が
一

三
O
四
年
九
月
十
九
日
、
イ
ラ
ン
の
イ
ル

・
カ
ン
、
オ
ル
ジ

ェ
イ
ト
ゥ
の

も
と
へ
到
着
し
て
達
成
さ
れ
た
〔
加
藤
和
秀
、

一
五
O
一員〕。

@
本
稿
五
三
頁
所
引

『集
史』。

⑫
家
島
彦
一
、

一
九
頁。

@

惑

谷

俊
之
、
五

O
頁。

⑫

佐
口
透
、
四
二
年
、
二
一
一
一

l
二
四
頁。

一
八
六
|

〔
和
文
・

漢
文
文
献
〕

井
ノ
崎
隆
輿
「
蒙
古
朝
治
下
に
お
け
る
漢
人
世
侯
河
朔
地
匿
と
山
東
地
区

の
二

つ
の
型
」

『
史
林
』
、
第
三
七
各
第
六
続
、
一
九
五
四
年
。

海
老
湾
哲
雄

「モ

ン
ゴ
ル

帝
園
の
東
方
三
王
家
に
関
す
る
諸
問
題
」、

『崎

玉
大
皐
紀
要
』
敬
育
患
部
(
人
文
・
祉
舎
科
民
一
十
)
第
一
一

一
谷、

一
九
七
二

年
。

葱
谷
俊
之
「
ガ
ザ
ン

・
ハ
ン
の
劃
一元
朝
使
節
波
遣
に
つ
い
て
i
十
四
世
紀
初

頭
に
お
け
る
イ
ラ
ン
・
中
園
交
渉
史
の

一
駒

」、『
オ
リ
エ
ン
ト
』

第
八

径
三
l
四
鋭
、
一
九
六
六
年
。

岡
本
敬
二

『
逼
制
篠
格
の
研
究
誇
註
』
第
二
冊
、
一
九
七
五
年
。

愛
宕
松
男
『
忽
必
烈
汗
』
、
一
九
四
一
年
。
「蒙
古
人
政
権
治
下
の
漢
地
に
於

け
る
版
籍
の
問
題
|
特
に
乙
未
年
籍

・
壬
子
年
籍
及
び
至
元
七
年
籍
を
中

心
と
し
て
|
」
、
『
羽
田
博
士
頒
誇
記
念
東
洋
史
論
叢
』、
一
九
五
O
年。

マ
ル
コ

・
ポ
l
ロ
『
東
方
見
開
銀
』
諜
注
1

・
2
、
一
九
七
O
l
一
九
七

一年。

加
藤
和
秀

「
チ
ャ
ガ
タ
イ
u
ハ
ン
園
の
成
立
」
、
『
足
利
惇
氏
博
士
喜
蕎
記
念

オ
リ
エ
ン
ト
摩
イ
ン
ド
暴
論
集
』
、

一
九
七
八
年
。

小
林
高
四
郎
、
岡
本
敬
二
一
編
『
通
制
俊
格
の
研
究
誇
註
』
第
一
冊
、

一
九
六

四
年
。

佐
口
透
「
十
四
世
紀
に
於
け
る
元
朝
大
カ
l
ン
と
西
方
三
王
家
と
の
連
州
市
性

に
つ
い
て
|
チ
ャ
ガ
タ
イ
・
ウ

ル
ス
史
研
究
に
寄
せ
て
」
、

『
北
亜
細
亜
皐

報
』
第

一
輯
、
一
九
四
二
年
。
「
河
西
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
封
建
王
侯」
、

『
和
田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』
、
一
九
五
一
年
。『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国

と
西
洋
』
(
東
西
文
明
の
交
流
4
〉
、
一
九
七

O
年
。
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杉
山
正
明

「モ

ン
ゴ
ル
帝
園
の
原
像
|
チ
ン
ギ
ス

・
カ
ン
の

一
族
分
封
を
め

ぐ
っ
て
|
」
、

『
東
洋
史
研
究
』
第
三
七
巻
第
一
鋭
、
一
九
七
八
年
。

本
田
寅
信

「チ

ン
ギ
ス

・
ハ
ン
の
千
戸
|

《
元
朝
秘
史
〉〉
と
ラ

シ
l
ド

《
集

史
》
と
の
比
較
を
『
通
じ
て
|
」
、
『
史
拳
雑
誌
』
第
六
二
編
第
八
務
、

一
九

五
三
年
。
「
フ
ラ
グ
」
、
『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』

8
、

一
九
六

一
年
。
「
モ

ン
ゴ
ル
人
と
イ
ス

マ
イ
リ
l
汲
」、『
イ
ス
ラ
ム
世
界
』

2
、
一
九
六
四
。

「
イ
ス
ラ
ム
と
モ

ン
ゴ
ル
」
、
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史』

8
、
一
九
六
九

年
。

前
田
直
典
コ
克
代
に
於
け
る
妙
の
夜
行
制
度
と
そ
の
流
通
状
態
」、
『北
亜
細

毘
皐
報
』
第
三
輯
、
一
九
四
四
年
。
「
元
朝
行
省
の
成
立
過
程」、

『
史
皐

雑
誌
』
第
五
六
編
第
六
鏡
、
一
九
四
五
年
。
以
上
二
編
は
『
元
朝
史
の
研

究』
、
一
九
七
三
年
、
四
一
1

一
O
六
頁、

一
四
五
|
二

O
二
頁
に
再
録

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
の
注
で
の
引
用
頁
数
は

『
元
朝
史
の
研
究
』
の
も
の

で
あ
る
。

牧
野
修
二
「
元
朝
中
書
省
の
成
立」
、
『
東
洋
史
研
究
』
第
二
五
巻
第
三
鋭
、

一
九
六
六
年
。

松
田
孝

一
「
モ
ン
ゴ

ル
の
漢
地
統
治
制
度
|
分
地
分
民
制
度
を
中
心
と
し

て
|
」
、

『
待
粂
山
論
叢
』
第

一
一
編
、
一
九
七
八
年
。
「元
朝
期
の
分
封

制
l
安
西
王
の
事
例
を
中
心
と
し
て
|
」、

『史
皐
雑
誌
』

第
八
八
編
第
八

鏡
、
一
九
七
九
年
。

村
上
正
二
「
元
朝
に
於
け
る
投
下
の
意
義
L

、
『蒙
古
泉
報
』
第
一

一獄
、
一
九

四
O
年
。
「
元
朝
兵
制
史
上
に
於
け
る
奥
魯
の
制
度
L

、
『
東
洋
皐
報
』
第

三

O
巻
第
三時
抗、
一
九
四
三
年
。
『
モ
ン
ゴ
ル
秘
史

チ
γ
ギ
ス
・カ

ン
物

語
』
3
、
一
九
七
六
年
。

家
島
彦
一
「
モ
ン
ゴ

ル
帝
園
時
代
の
イ
ン
ド
洋
貿
易
|
特
に
同
っ
ち
商
人
の

貿
易
活
動
を
め
ぐ
っ

て

|
」、
『
東
洋
拳
報
』
第
五
七
巻
第
三
・

四時抗、

九
七
六
年
。

和
田
清
編
『
支
那
官
制
設
淫
史
』
、

一
九
四
二
年
(
一
九
七
四
年
影
印
版
第

二
刷〉。

丁
謙

「
西
使
記
地
理
孜
詮
」
、
『
蓬
莱
軒
地
理
象
叢
書
』

(亦
名

『
掘
削
江
園
室
田

館
叢
書
』
)
第
二
集
、
蔓
北
、

一
九
六
二
年
(
再
版)。

〔
欧
文
文
献
〕
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broke down, and instead the ya-jen began to take care　of the trade

between the villages and cities. The state at first considered the ya-jen-

middlemen as undesirable but, in the end, acknowledged their importance

and used them for its trade policies｡

　　　

Ｎｅχtl investigate how the Sung Court changed its methods of com-

merce control in answer to the trade development at that time, which

we can discern through the evolution of the middlemen-function of the

ｙａ-］ｅｎ.

　

After the dissolution of the market regulations which restricted

the locations of trade, theｓhih-ｙi一良■ｗａｓenacted. The ｓhih-ｙi-かdidn't

difEer from the market regulations in as far as it directly controlled com-

merce, but it did differ in that it had as its target for control the trade

process as such. But the shih-yi-fa failed. The Sung city markets didn't

allow for the direct intervention of the state. Afterwards the ya-jen

were the core of the commerce control adopted by the Sung Court. The

:ｙａ-ｊｅルorganizationsof the Southern Sung were in the position of con-

trolling the prices as ａ vital link in trade ； but the Sung Court had the

sole power of approval for the foundation of such organizations.　So, the

Sung Court abandoned their direct grasp on trade at which the 血h一皿か

aimed, and carried out an indirect command by controlling theｙａ-ｉｅｎ.

The Eastern Domain of the House of Hiilagii

　　　　　　　　　

Matsuda Koichi

　　

The Mongol State at the beginning of the 13th century, founded by

Chinghiz-Khan, was ａ collective body formed by the domains of Chinghiz-

Khan himself and of his children. Every individual prince possessed

pasture lands and several chiliarchs (ｃＪｉ'ieルｈｕ千戸）ａｎｄthey also owned

rights on recently obtained areas as for instance China. This article

investigates in which way this system of enfeoffments (fen-feng-ch＼仇分

封制) originated by Chinghiz-Khan was continued during the historical

course of the ］Mongol Empire, focusing on the domain of Hulagu, third

son of Tolui, ａ grandson of Chinghiz-Khan, which was located in Mongolia

and China. (After the foundation in 1258 by Hiilagu of the Il-Khan state
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in Iran, this domain is for convenience called “ the eastern domain ”｡）

　　

The eastern domain of Hiilagii was composed of ａ part of the Mon-

golian yurts and some of the chiliarchs which　Tolui inherited from

Chinghiz-Khan, of the rights on more than 7000 households belonging

to Hiilagu Khan in the regions around Ta-tu 大都in China, and on the

Ho-tung河東and Shen-hsi 訣西areas, as well as rights regarding 25056

households in Chang-te lu 彰徳路. Furthermore, after the death of Hulagu,

the Pao-ch'ing賓慶district was added to the rights of the Hiilagu-family,

after the pacification of the Southern Sung by Qubilai.

　　

In 1253 Hulagii, receiving an order from his elder brother Mongke,

left for the ｅχpedition to Iran. On occasion of the struggle between

Qubilai and Ariq Boke following the death of Mongke in 1258, the

Mongolian domain disappeared, and he found himself far distant from his

still remaining Chinese domain. However, the Hulagii･family had o伍cials

which represented their family （tｈｅＤｈｕｎｇ-ｓhｕ｡ｓｈｅｎｇ　tｕａｎ-ｓhih-kｕａｎ中

書省断事官) participate in the central governmental organizations of the

Qubilai-regime, and they further dispatched from Iran two messengers

for financial investigations in the Chinese domain.

　　

As for the delivery of the income from the domain to Iran, it can

only have been possible when Ch'ang-te 常徳travelled to Iran in 1257

during the Western expedition, and apart from this time, it was not

carried out at all. The income was kept in custody by the Yuan-govern-

merit, and the more than 7000 households of the regions around Ta-tu

were returned to the Yuan-government.

　　

In this way the eastern domain after the Western expedition, especi-

ally the Chinese part, was unable to realise its meaning as the economical

basis of the Hulagu family, and on the contrary, one should probably

regard the maintenance of the Chinese domain by the　Hiilagii-fainily

after the foundation of the Qubilai-regime as being carried out to demon-

strate the position of the Qubilai government as the suzerain of the

Mongol Empire. As for the above-mentioned participation of ｏ伍cials in

the Qubilai regime and the dispatch ment of envoys by the Hiilagu family,

it would seem that the accent lies more on the demands of the Qubilai-

government｡
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This situation of separation between the Chinese domain and the

house of Hiilagu began to show changes at the beginning of the 14th

century.

　

The

　

seventh

　

Il-Khan, Ghazan, opened,　as　one part of　his

financial

　

reforms, the sea-trade with　China, and he strengthened　the

friendly relationships with the Yuan-government. Because　of this, the

formerly returned 7000 households　were　again offered to the　Hiilagu

house, and also the several kinds of income from the Chinese domain

which had been stored up by the Yuan dynasty for ａ long time, were

again sent to the house of Hulagii｡

　　

This articlegives only one ｅχample of the historical development of

the domain system （μルｆｅｎｅ-ｃｈｉｈ分封制）ofthe Mongol Empire, but l

think it's　necessary to conduct more studies of this kind in order to

understand the significance of the fen一ｆｅｎｇ-ｃｈｉｈ-system.

The Woodblock Printing of the Samguk

　　

Ｓａｇ!三國史記and its Circulation

　　　　　　

Tanaka Toshiaki

　　

Ｔ＼ｉｅＳａｍｇｕk　Ｓａが（三國史記) which is the oldest existent history

book in Korea has been handed down to the present time, having been

printed several times since its compilation in n45 (Kory5高麗In Jong

仁宗23).

　

This article will present the details of its printing, and it will

at the same time look into some aspects of its circulation･

　　

The year of the first printing of the ＳａｍｇｕkＳａｇｉＩＳ not clear

because it is not mentioned in historical sources but it seems to have

been right after its compilation. It is sometimes quoted in other books

during the Kory6-period, but it is improbable that it had a large circulation.

　　

Two and ａ half centuries after its compilation, at the beginning of

the Yi 李-dynasty (1394), the first clearly datable printing took place in

ａ prefecture {bu府）in the Ky6ngsang 慶tS province, the 01d region of

Ｓｍａ新羅. After that something more than ａ century passed, in 1512

(Jung Jong 中宗7), it was printed in Kydngju 慶州　-prefecture, in

the same KySngsang-province･ by the group around Yi Kye-bok 李縫幅。
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